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基本方針と港湾計画

基本方針の策定
（国土交通大臣）

港湾計画の策定
（港湾管理者）

（港湾法第三条の二）
国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に

関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。

（港湾法第三条の三）

国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、
利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項
に関する計画（以下「港湾計画」という。）を定めなければならない。

２ 港湾計画は、基本方針に適合し、かつ、港湾の取扱可能貨物量その他の
能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する
事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項、港湾の効率的な運営に関す
る事項その他の基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準に適合した
ものでなければならない。

（港湾法第三条の三）

４ 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を
定め、又は変更したとき（国土交通省令で定める軽易な変更をしたときを除く。）
は、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

６ 国土交通大臣は、第四項の規定により提出された港湾計画が、基本方針
又は第二項の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるとき、そ
の他当該港湾の開発、利用又は保全上著しく不適当であると認めるときは、当
該港湾管理者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。

※政令 ： 港湾法施行令第1条の4
※国土交通省令 ： 港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令

港湾計画の
国土交通大臣への提出
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１１．．港港湾湾計計画画基基礎礎知知識識
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港湾法
（港湾計画）
第第三三条条のの三三
２ 港湾計画は、基基本本方方針針に適合し、且且つつ、、港港湾湾のの取取扱扱可可能能貨貨物物量量そそのの他他のの能能力力にに関関すするる事事項項、、港港湾湾のの
能能力力にに応応ずずるる港港湾湾施施設設のの規規模模及及びび配配置置にに関関すするる事事項項、、港港湾湾のの環環境境のの整整備備及及びび保保全全にに関関すするる事事項項そそのの
他他のの基基本本的的なな事事項項にに関関すするる国国土土交交通通省省令令で定める基準に適合したものでなければならない。

港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令

（港湾計画の方針）
第第三三条条
２２ 港湾計画の目標年次は、通常十年から十五年程度将来の年次とし、港湾の利用状況の変化の見込み、関連する他
の計画の計画期間等を考慮して定めるものとする。

（港湾相互間の連携の確保）
第第四四条条のの二二 前二条の港湾計画の方針及び港湾の能力を定めるにあたつては、当該港湾及びその周辺の港湾との機

能分担等を考慮して適切なものとなるように配慮するものとする。

（港湾施設の規模及び配置）
第第五五条条 港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項は、自然条件、港湾及びその周辺地域の経済的

及び社会的条件、既存の港湾施設の利用状況、港湾及び港湾に隣接する地域の保全等を考慮して、港湾の能力に応
じて適切なものとなるように、港湾施設の規模及び配置を一体的かつ総合的に定めるものとする。

港湾計画記載事項に関する基準

5

港湾法

（港湾計画）
第第三三条条のの三三 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港港湾湾のの開開
発発、、利利用用及及びび保保全全並並びびにに港港湾湾にに隣隣接接すするる地地域域のの保保全全にに関関すするる政政令令でで定定めめるる事事項項にに関関すす
るる計計画画（以下「港湾計画」という。）を定めなければならない。

港湾法施行令
（港湾計画）
第第一一条条のの四四
法第三条の三第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針
二 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項
三 港湾の能力に応ずる水域施設、係留施設その他の港湾施設の規模及び配置に

関する事項
四 港湾の環境の整備及び保全に関する事項
五 港湾の効率的な運営に関する事項

六 その他港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する
重要事項

港湾計画に定める事項

4
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港湾計画書の構成例

7

Ⅰ 港湾計画の方針
Ⅱ 港湾の能力
Ⅲ 港湾施設の規模及び配置

公共埠頭計画
フェリー埠頭計画
旅客船埠頭計画
木材取扱施設計画
危険物取扱施設計画
専用ふ頭計画
水域施設計画
外郭施設計画
小型船だまり計画
マリーナ計画
臨港交通施設計画

Ⅳ 港湾の環境の整備及び保全
自然的環境を整備又は保全する区域
廃棄物処理計画
排出ガス処理計画
港湾公害防止施設計画
港湾環境整備施設計画

Ⅴ 土地造成及び土地利用計画
土地造成計画
土地利用計画
海浜計画

Ⅵ 港湾の効率的な運営に関する事項
効率的な運営を特に促進する区域
効率的な運営を特に促進する区域（特定埠頭）
効率的な運営を特に促進する区域（PFI事業）
効率的な運営を特に促進する区域（臨海部産業エリア）
臨海部物流拠点の形成を図る区域
効率的な流通業務を特に促進する区域

Ⅶ その他重要事項
国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機
能するために必要な施設
港湾及び港湾に隣接する地域の保全
大規模地震対策施設計画
港湾区域の利用
利用形態の見直しの必要な区域
物資補給等のための施設
港湾の開発の効率化
その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項

・橋梁の桁下空間の確保
・放置等禁止区域
・開発空間の留保
・将来構想
・災害時における港湾の事業継続計画

港湾計画書作成ガイドライン

6
H29.12.1発行
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港湾計画書の例（細島港）

9

港湾計画書の例（細島港）

8
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港湾計画のあり方

11

①地域の長期的な発展に対応・貢献する計画

地域の個性を活かし、将来このような地域にすべきだ、なるように努力する、
そのために港湾の果たす役割はこうだ、が明確であること。

②現在の課題の解決や利用者のニーズに合致する計画

課題を明らかにするとともに、長期的視点で利用者ニーズを網羅的に吸い上げ、
その対応策を提案するもの。

③合理的かつ実現可能な計画

港湾の全エリアについて、物流・防災・賑わい等の全ての観点から、
現状の機能配置を前提とせず、機能配置・利用方法の再検証を行うもの。

貨物量推計等が地に足のついたものになっており、
その上で各施設の必要ストーリーが明確であること。

施設が、予算制約や工事実施上の制約条件も踏まえて、
計画期間内に整備可能であること。

港湾計画の制度上の役割（例）

10

○ 港湾整備事業（公共事業）実施の前提

○ 専用施設に係る工事許認可等の前提

○ 港湾内における埋立実施の前提
公公有有水水面面埋埋立立法法第第四四条条 都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ

外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ
一・二 （略）
三 埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体（港務局ヲ含ム）ノ法
律ニ基ク計画ニ違背セザルコト

○ 無利子貸付の実施の前提
港港湾湾法法第第五五十十五五条条のの七七 国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管

理者以外の者（国を除く。）で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定
用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、そ
の貸付けの条件が第三項の規定によるほか第五項の政令で定める基準に適合しているときは、そ
の貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に
貸し付けることができる。

２２ 前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる港湾施設で、第三条の三第九項の規定により公示され
た港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。

一 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施設その他
の港湾施設

二 政令で定める用途に供する荷さばき施設又は保管施設（保管施設にあつては、国際戦略港湾に

おけるものに限る。）であつて埠頭の近傍に立地するもの及びこれらに附帯する政令で定める道路そ
の他の港湾

※参考 ： ガイドラインＰ１～２
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「港湾の基本方針」

※港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針

Ⅰ．港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項
Ⅱ．港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項
Ⅲ．開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項
Ⅳ．港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関

する基本的な事項
Ⅴ．経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保

に関する基本的な事項
Ⅵ．官民の連携による港湾の効果的な利用に関する基本的な事項
Ⅶ．民間の能力を活用した港湾の運営その他の港湾の効率的な運営に関する基本的な事項

１）基本方針とは

２）基本方針の役割

３）基本方針に定める事項（港湾法第３条の２第２項）

港湾法第３条の２第１項の規定により国土交通大臣が定める、港湾の開発、利用及び保全並び
に開発保全航路の開発に関する方針

①国の港湾行政の指針（港湾法第３条の２第１項）
②個別の港湾計画を定める際の指針（港湾法第３条の３第２項）
③特定貨物輸入拠点港湾における特定利用推進計画の指針（港湾法第５０条の６第４項）
④国際旅客船拠点形成港湾における国際旅客船拠点形成計画の指針（港湾法第５０条の１６

第４項）

13

２２．．「「港港湾湾のの基基本本方方針針」」

12
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３３．．港港湾湾施施設設のの計計画画にに関関すするる技技術術基基準準

15

「港湾の基本方針」（令和元年６月２７日告示）より抜粋

基本的な考え方
世界経済の拡大・多極化により貿易構造等が急激な勢いで変化し、将来の見通しが立ちづらい状況の中、我が国の産業は

激しい競争にさらされている。また、本格的な少子高齢化、人口減少、とりわけ生産年齢人口の減少という社会問題に突入した
我が国においては、あらゆる面での生産性向上が不可欠である。更に、近年、頻発化・激甚化する自然災害は、産業の国際競
争力にも影響し、また、人口減少等の社会問題に対応するための生産性向上等の取組を一層困難にするばかりでなく、LCC（
Low Cost Carrier：低コスト航空会社）の就航や、クルーズ船の寄港増加等を契機に観光立国として新たな歩みを始めた我が国
の将来に不確定な要素を与えている。

我が国の経済・国民生活を支えてきた港湾においては、直面する個別の課題の解決に注力する従来の考え方から脱却し、
こうした新たな状況認識の下に、その先の中長期的な発展や変化を見据えるとともに、世界的な空間スケールの視点に立った
対応をする必要がある。

（中略）

我が国の財政が一段と厳しくなり、かつ、将来的に社会インフラの老朽化に伴う更新需要が増加することが確実視される中
で、港湾間の連携や、既存ストックの有効活用、機能の集約化・複合化等による港湾空間の再編により、港湾の生産性向上に
積極的に取り組む港湾への投資の重点化を図っていく。

３ 時代の変化に対応するとともに生産性の高い港湾マネジメントの推進に向けて取り組む事項

④④ 柔柔軟軟性性をを持持っったたスストトッッククママネネジジメメンントトとと港港湾湾間間のの連連携携のの推推進進

我が国の財政が一段と厳しくなる中、将来的な社会インフラの老朽化に伴う更新需要の増加が確実視される。一方、産業・
貿易構造や荷役形態等の変化に伴い、港湾に求められる機能は常に変化していくことから、港湾の開発等に際しては、経済・
社会情勢の変化等を踏まえて臨機応変に対応できる柔軟性を持たせるとともに、既存ストックの有効活用、スクラップアンドビ
ルド等により港湾全体の生産性を向上させることが必要である。

その際、幹線道路網の整備等とも相まって港湾の背後圏が広域化していることから、港湾間の機能分担を踏まえた連携を十
分に考慮する必要がある。

このため、以下の施策に戦略的に取り組む。

●国・港湾管理者・民間企業が適切に連携し、港湾間の機能分担を踏まえた連携を図った上で、既存施設や用地等の効率
的・弾力的な利用、機能の集約化・複合化等による港湾空間の再編の促進

●将来の経済・社会情勢の変化に柔軟に対応できるよう、港湾機能上必要な用地の計画的な確保と機能配置

14
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航路の計画に関する技術基準

○港湾の施設の技術上の基準・同解説（日本港湾協会、平成30年5月） 施設編p857,858から抜粋

第３章 水域施設
２ 航路
２．１ 一般
（３）照査方法の区分

航路の性能照査に際しては、対象船舶及び航行環境の特定の有無により、その照査方法を次の通り区分することができる。
(a) 第1区分 ； 対象船舶及び航行環境を特定できない場合
(b) 第2区分 ； 対象船舶及び航行環境を特定できる場合

（５）航路の性能規定
①①航航路路のの水水深深（（供供用用性性））

(a) 対象船舶及び航行環境を特定できない場合

対象船舶及び航行環境を特定できない場合の航路の性能照査に当たっては、対象船舶の最大喫水以上の適切な深さとして、以下の値を
用いることができる。
・うねり等の波浪の影響が想定されない港内の航路では、最大喫水の1.10倍
・うねり等の波浪の影響が想定される港外等の航路では、最大喫水の1.15倍
・強いうねり等の波浪が想定される外洋等の航路では、最大喫水の1.20倍

(b) 対象船舶及び航行環境を特定できる場合
対象船舶及び航行環境を特定できる場合の航路の性能照査における航路の水深の設定に当たっては、対象船舶の最大喫水、航走及び

うねり等の波浪による船体沈下量並びに余裕水深を適切に考慮する。

②②航航路路のの幅幅員員（（供供用用性性））

(a) 対象船舶及び航行環境を特定できない場合

1) 船舶が行き会う可能性のある航路の適切な幅
対象船舶及び航行環境を特定できない場合の船舶が行き会う可能性のある航路幅の性能照査に当たっては、対象船舶の全長以上の

適切な幅として、以下の値を用いることができる。
・航路の距離が比較的長い場合には対象船舶の全長の1.5倍
・対象船舶同士が航路航行中に頻繁に行き会う場合には対象船舶の全長の1.5倍
・対象船舶同士が航路航行中に頻繁に行き会いかつ航路が比較的長い場合には対象船舶の全長の2.0倍

2) 船舶が行き会う可能性のない航路の適切な幅
対象船舶及び航行環境を特定できない場合の船舶が行き会う可能性のない航路の性能照査に当たっては、対象船舶の全長の0.5倍

以上の適切な幅とする。ただし、航路の幅員が対象船舶の全長を下回る場合には、船舶の航行を支援する施設の整備等の船舶の安全
な航行を図るための十分な対策を検討する。

計画では標準船型あるいは具体的な船舶を設定

水域施設の規模により浚渫土量が変化するため、土砂処分場やコストとの関係についても留意が必要

17

港湾の施設の技術上の基準・同解説

16

航路の水深・幅員・岸壁の水深・延長等について、対象船舶に対する基準を規定。

（平成30年4月1日から適用）
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係留施設の計画に関する技術基準

第5章 係留施設
2.1.1 岸壁の諸元
（１）岸壁の諸元

①長さ

岸壁の長さは、対象船舶が当該岸壁を単独で利用することを前提として、対象船舶の全長に船首索及び船尾索に必要な長さを加えた値とし
て設定する。

②水深
岸壁の水深は、対象船舶の利用に支障を及ぼさない適切な値とするために、対象船舶の満載喫水等の最大喫水に対象船舶に応じた余裕水
深を加えた値として設定する。

③天端高
岸壁の天端高の設定に当たっては、岸壁の安全かつ円滑な利用が可能となるように、想定される当該施設の利用状況を、適切に考慮する。

④附帯設備
岸壁の性能照査に当たっては、岸壁の安全かつ円滑な利用が可能となるように、附帯設備に関して適切に検討する。係留施設の附帯設備の
要求性能は、基準省令第三十三条（係留施設の附帯設備の要求性能）に、性能規定は、附帯設備の種類に応じて、基準告示第六十条から第
七十四条に定める。

⑤壁面及び前趾の形状

ここで定めているもののほか、岸壁の性能照査に当たっては、船舶が着岸時に岸壁と接触しないように、岸壁の壁面及び前趾の形状（築造限
界）を適切に設定する。

（２）バースの長さ、水深及び配置
① バースの長さ及び水深は、船舶の主要諸元等を検討し、適切に設定することが望ましい。
② 船舶を横着け係留するときは、図-2.1.1のような係留索配置とすることが望ましい。このうち、船首索及び船尾索は、船舶の前後への移動の

防止及び船舶を真横方向に支持するという両方の目的を兼用しているため、バースに対して一般に30～45°の方向に張ることが多い。

図-2.1.1 係留索配置図

A 船首索
B 船尾索
C スプリングライン
D ブレストライン

B       D          C                      C D       A

当該岸壁に通じる水域施設の水深と整合

必要バース延長
＝ 対象船舶の全長＋係留索設置に必要な幅

○港湾の施設の技術上の基準・同解説（日本港湾協会、平成30年5月） 施設編p1055～1058から抜粋

19

泊地の計画に関する技術基準

第３章 水域施設
３ 泊地
３．２ 性能規定
（１）泊地の広さ（供用性）

②船首の回転の用に供される泊地
(a) 船首の回転（以下、「回頭」という。）の用に供される泊地とは、船まわし場のことであり、当該泊地の性能照査における泊地
（船まわし場）の規模の設定に当たっては、対象船舶の回頭の形態や位置、対象船舶の回頭性能、係留施設及び航路の配置、
操船の容易性等を適切に考慮する。また、回頭の形態によりその広さを必要としない場合の回頭の形態とは、曳船を利用した
回頭、十分な推力を有するスラスターを利用した回頭、いかりを利用した回頭等のことである。

(b) 安全な回頭に支障を及ぼさない広さ
1) 泊地の性能照査における泊地の広さの設定に当たっては、安全な回頭に支障を及ぼさない広さとして、以下の値を用いるこ
とができる。なおこれらの値は広さの算定において船種や回頭性能、風速、地形等の条件を考慮しない安全側の数値である。
なお、十分な推力を有するスラスターを利用した回頭の場合については、曳船を利用した回頭の場合に準じる。

・自力による回頭の場合には、対象船舶の全長の3倍を直径とする円
・曳船を利用した回頭の場合には、対象船舶の全長の2倍を直径とする円

2) 小型船舶等に関する特殊な場合
小型船舶等の回頭の用に供する泊地であって、地形等によりやむを得ず泊地の広さを縮小せざるを得ない場合には、安全

な回頭に支障を及ぼさない広さとして、係留アンカー、風、または潮流を利用することにより、以下の値を用いることができる。

なお、十分な推力を有するスラスターを利用した回頭の場合については、曳船を利用した回頭の場合に準じる。
・自力による回頭の場合には、対象船舶の全長の2倍を直径とする円
・曳船による回頭の場合には、対象船舶の全長の1.5倍を直径とする円

（２）泊地の水深（供用性）
① 対象船舶の喫水以上の適切な深さとは、対象船舶の満載喫水等の想定される最大喫水にその最大喫水に応じて設定する余

裕水深を加えた値のことであり、泊地の性能照査における泊地の水深の設定に当たっては、港湾管理用基準面下に対象船舶
の喫水以上の適切な深さを確保する。ただし、船舶の艤装用の泊地、その他の船舶の特殊な停泊または係留の用に供される
泊地については、この限りでない。

減載や潮汐利用を前提とした水域施設計画は原則行わない。

水域施設の規模により浚渫土量が変化するため、土砂処分場やコストとの関係についても留意が必要

○港湾の施設の技術上の基準・同解説（日本港湾協会、平成30年5月） 施設編p903,904から抜粋
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４４．．土土地地利利用用計計画画とと臨臨港港地地区区制制度度

21

係留施設の計画に関する技術基準

③ バースの水深は、式(2.1.1)により算定することができる。ここで、最大喫水とは、対象船舶の満載喫水等、運用対象条件における係船状態
等の静水状態の最大の喫水を表す。また、余裕水深は、一般的に最大喫水のおおむね10%以上とすることが望ましい。ただし、異常気象時

において、係留した状態で避泊することが考えられる係留施設においては、風及び波浪等の影響による余裕水深を追加することが必要であ
る。

バース水深＝最大喫水＋余裕水深 (2.1.1)
④⑤ 略
⑥ 岸壁の諸元の標準値

対象船舶を特定できない場合の岸壁の長さ及び水深の設定に当たっては、表-2.1.1に示す船種別の岸壁の主要な諸元の標準値によること
ができる、ここで、表-2.1.1の標準値は、[作]第8章船舶の表-1.1.1に示している対象船舶の主要諸元の標準値に基づいて設定している。

第5章 係留施設
2.1.1 岸壁の諸元

（２） バースの長さ、水深及び配置

○港湾の施設の技術上の基準・同解説（日本港湾協会、平成30年5月） 施設編p1055～1058から抜粋

20
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【水域】 港湾区域 ：港湾法第2条
【陸域】 港湾隣接地域 ：港湾法第37条

臨港地区 ：都市計画区域内は都市計画法、都市計画区域外は港湾法

埋立工事中

港湾区域 港湾隣接地域 臨港地区（分区）

港
湾
関
連
事
業
所
等

100ｍ以内

※「漁港区域」は水域と陸域の両方を指すこととなっているため、混同に注意

港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区

23

留意事項

• 港湾計画に定めることによって、港湾管理者自らが所有する土地は港湾計画どおりの利用が事実上担保されるが、港湾
管理者以外の者が所有する土地が港湾計画どおりの利用となる担保はない。

• 港湾管理者以外の者が所有する土地については、臨港地区分区条例の制度を活用することにより、港湾計画どおりの利
用を一定程度担保させることができる。

• このため、港湾計画の議論を行う際にも、臨港地区分区条例の制度を十分に考慮して行う必要がある。

港湾の範囲

• 港湾区域及び予定港湾区域内の埋立地
• 臨港地区（予定臨港地区を含む）
• 港湾施設に隣接する土地、その他の地域などで港湾の開発利用及び保全に密接に関連し、土地利用計画を一体的

に計画する必要があると判断される区域

港湾計画における土地利用区分

• ふ頭用地 公共ふ頭と一体となって荷さばき、旅客乗降を行うための用地
• 港湾関連用地 港湾における輸送活動の増進・支援のための民間事業者用地
• 交流厚生用地 港湾を通じた交流活動、レクレーション活動のための用地
• 工業用地 工業の用に供する用地
• 都市機能用地 住宅用地、商業施設用地等
• 交通機能用地 道路用地、鉄道用地、飛行場用地
• 危険物取扱施設用地 石油・ガス等を扱う用地（工業の用に供するものを除く）
• 緑地 緑地
• 廃棄物処理施設用地 廃油処理施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設
• 海面処分（・活用）用地 一般廃棄物・産業廃棄物、浚渫土砂の処分のための用地
• 公共用地 将来の港湾整備のための留保用地

港湾計画における土地利用計画

22
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○○平平成成12年年12月月28日日付付けけ、、港港湾湾局局長長、、都都市市局局長長、、住住宅宅局局長長発発
「「都都市市計計画画区区域域内内ににおおけけるる臨臨港港地地区区にに関関すするる運運用用指指針針ににつついいてて（（通通知知））」」 通通称称：：レレベベルル通通達達
（（最最終終改改正正：：平平成成29年年7月月12日日））

・「臨港地区内において、近年、ニーズの変化に伴い、港湾機能と一般的都市機能とが複合する施設の立地が求め
られる例が見られる」
・「個別の事情を勘案しながら、港湾行政及び都市行政上の規制を、適宜、重層的に適用する」

区分 港湾行政上の規制 都市行政上の規制

＜都市的＞
０レベル なし ・用途地域及び特別用途地区によ

る建築規制

・必要に応じ地区計画又は再開発
地区計画による建築規制

Ⅰレベル
港湾を一体的に管理運営する必要
性から臨港地区に含める必要があ
るが、相当程度の一般的都市機能
を有する区域

・臨港地区による届出・勧告等

・（分区を定めない）

Ⅱレベル
・臨港地区による届出・勧告等

・分区条例による用途規制

・必要に応じ地区計画又は再開発
地区計画による建築規制

Ⅲレベル
＜港湾的＞

なし

○都市行政上の規制 → 都市計画法及び建築基準法に基づく、用途、建ぺい率、容積率、高さ制限等の規制

港湾行政及び都市行政上の規制の重層的な適用

25

都都市市計計画画法法
第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。

○用途地域（第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地
域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域）

○特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区
○高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住調整地域、特定用途誘導地区
○防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区、景観地区 、風致地区 、駐車場整備地区、
○臨港地区
○歴史的風土特別保存地区、第一種歴史的風土保存地区、第二種歴史的風土保存地区
○緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域
○流通業務地区、生産緑地地区、伝統的建造物群保存地区、航空機騒音障害防止地区、航空機騒音障害防止特別地区

第九条２３ 臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区とする。
第二十三条４ 臨港地区に関する都市計画は、港湾管理者が申し出た案に基づいて定めるものとする。

港港湾湾法法

第二条４ この法律で「臨港地区」とは、都市計画法の規定により臨港地区として定められた地区又は第三十八条の規定により港湾管理者が定めた地区
をいう。

第三十八条 港湾管理者は、都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができる。
２ 前項の臨港地区は、当該港湾区域を地先水面とする地域において、当該港湾の管理運営に必要な最小限度のものでなければならない。

第三十九条 港湾管理者は、臨港地区内において左の各号に掲げる分区を指定することができる。
一 商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
二 特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積を通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
三 工業港区 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
四 鉄道連絡港区 鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域
五 漁港区 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
六 バンカー港区 船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域
七 保安港区 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
八 マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
九 クルーズ港区 専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域
十 修景厚生港区 その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域

第四十条 前条に掲げる分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて、港湾管理者としての地方公共団体
の条例で定めるものを建設してはならず、また、建築物その他の構築物を改築し、又はその用途を変更して当該条例で定める構築物としてはならない

臨港地区
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港湾計画の策定に当たっては、「港湾の基本方針」に基づき、環境影響を評価する。

○港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針（令和2年3月）
Ⅳ 港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項
３ 環境の保全の効果的かつ着実な推進
② 環境への影響の評価と対応

港湾の開発等に当たっては、生物多様性及び人が豊かな自然と触れ合う場の確保を考慮し、港湾及びその周辺の大気環
境や水環境等に与える影響を、計画の策定に際して評価するとともに、関係機関と必要な調整を行い、その実施に当たって
も広域的かつ長期的な観点に立って、これらの環境への影響の回避、低減に努める。また、必要に応じて、代償を含めて適
切に環境の保全のための措置を講ずるとともに、環境モニタリングの実施に努める。

更に、300ha以上の埋立を港湾計画に位置づける場合は、環境影響評価法に基づく評価が必要。
（※但し、同法施行後この要件を満たして実施した例は無い）

環境影響評価法第四十八条 港湾法第二条第一項の港湾管理者は、港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更のう

ち、規模の大きい埋立てに係るものであることその他の政令で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該
決定又は変更に係る港湾計画について、次項及び第三項に定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行わなけ
ればならない。

環境影響評価法施行令第二十五条 法第四十八条第一項の規定により港湾環境影響評価その他の手続を行わなければな
らない港湾計画の決定又は決定後の港湾計画の変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 港湾計画の決定であって、当該港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地
を掘り込んで水面とする区域（次号において「埋立て等区域」という。）の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの

二 決定後の港湾計画の変更であって、当該変更後の港湾計画に定められる港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立て
等区域（当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。）の面積の合計が三百ヘクタール以上であるもの

港湾計画と環境影響評価

27

５５．．環環境境影影響響評評価価

26
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６６．．港港湾湾計計画画のの変変更更手手続続きき

29

埋埋
立立
申申
請請

埋埋
立立
免免
許許(

承承
認認)

工工事事

埋埋立立免免許許(承承認認)
手手続続きき

【【公公有有水水面面埋埋立立法法
にに基基づづくく手手続続きき 】】

港湾計画に関わらず、50ha以上の埋立実施の場合は、環境影響評価法に基づく第一種事業として、配慮書、
方法書、準備書、評価書の作成手続きが必要。

（参考）公有水面埋立と環境影響評価

方方法法書書手手続続きき

方方
法法
書書
のの
作作
成成

一
般
の
方
か
ら
の
意
見

関
係
自
治
体
の
意
見

調調
査査
・・予予
測測
・・評評
価価
のの
実実
施施
、、
環環
境境
保保
全全
措措
置置
のの
検検
討討

準準備備書書手手続続きき

一
般
の
方
か
ら
の
意
見

関
係
自
治
体
の
意
見

評評価価書書手手続続きき

埋
立
免
許
権
者
の
意
見

環
境
大
臣
の
助
言

方方
法法
書書
のの
公公
告告
・・縦縦
覧覧
・・説説
明明
会会

準準
備備
書書
のの
公公
告告
・・縦縦
覧覧
・・説説
明明
会会

準準
備備
書書
のの
作作
成成

評評
価価
書書
のの
作作
成成

評評
価価
書書
のの
補補
正正

環環
境境
影影
響響
評評
価価
手手
続続
きき
のの
終終
了了

補補
正正
後後
のの
評評
価価
書書
のの
公公
告告
・・縦縦
覧覧

配配慮慮書書手手続続きき

配配
慮慮
書書
のの
作作
成成

国
土
交
通
大
臣
の
意
見

環
境
大
臣
の
意
見

配配
慮慮
書書
のの
公公
告告
・・縦縦
覧覧

一
般
の
方
か
ら
の
意
見

関
係
自
治
体
の
意
見

評評
価価
書書
のの
埋埋
立立
免免
許許
権権
者者
へへ
のの
送送
付付
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港湾計画の改訂・一部変更フロー

31

地方港湾審議会

交通政策審議会
港湾分科会

港湾管理者による港湾計画の概要の公示

諮問

答申

諮問

答申

法第3条の3第1項

法第3条の3第2項

法第3条の3第3項

法第3条の3第4項

法第3条の3第5項

法第3条の3第7項

法第3条の3第9項

港湾管理者による港湾計画の策定

港湾管理者による
長期構想に係る検討

国土交通大臣より港湾管理者への通知

港湾管理者より国土交通大臣への
港湾計画の提出

国土交通大臣の確認

国際戦略港湾の
港湾運営会社

法第3条の4

変更の提案
（改訂） ※法定の手続ではない

（変更を求めない場合）
（変更を求める場合）

変更要求

法第3条の3第6項

長期構想検討委員会の
開催（１～２年程度）

基本方針等
への適合

港湾法における規定

３ 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更しようとするときは、地方港湾審
議会の意見を聴かなければならない。

４ 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したとき（国土交通省令で定め
る軽易な変更をしたときを除く。）は、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に提出しなければならない。

５ 国土交通大臣は、前項の規定により提出された港湾計画について、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

６ 国土交通大臣は、第四項の規定により提出された港湾計画が、基本方針又は第二項の国土交通省令で定める基準に適合
していないと認めるとき、その他当該港湾の開発、利用又は保全上著しく不適当であると認めるときは、当該港湾管理者に対
し、これを変更すべきことを求めることができる。

７ 国土交通大臣は、第四項の規定により提出された港湾計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるとき
は、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。

８ （略）

９ 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、第七項の規定による通知を受けたとき又は港湾計画につい
て第四項の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の
概要を公示しなければならない。

港湾法（港湾計画）

第三条の三 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接す
る地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画（以下「港湾計画」という。）を定めなければならない。

２ 港湾計画は、基本方針に適合し、かつ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施
設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項、港湾の効率的な運営に関する事項その他の
基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準に適合したものでなければならない。

30
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地方港湾審議会

33

港湾法
（地方港湾審議会）
第三十五条の二 港湾管理者としての地方公共団体の長（当該地方公共団体に前条第一項の委員会
が設置されているときは、その委員会）の諮問に応じ、当該港湾に関する重要事項を調査審議させるた
め、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、地方港湾審
議会を置くものとし、地方港湾の港湾管理者としての地方公共団体に、必要に応じ、条例で定めるところ
により、地方港湾審議会を置くものとする。

２ 地方港湾審議会の名称、組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

法律上地方港湾審議会の意見が必要な事項

（港湾計画）
第三条の三

３ 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更しようとするときは、地方
港湾審議会の意見を聴かなければならない。

（港湾環境整備負担金）
第四十三条の五 国土交通大臣又は港湾管理者は、その実施する港湾工事（国土交通大臣の実施する港湾工事にあ

つては、港湾施設を建設し、又は改良するものに限る。）で、港湾の環境を整備し、又は保全することを目的とするもの
（公害防止事業費事業者負担法 （昭和四十五年法律第百三十三号）第二条第二項 に規定する公害防止事業である

ものを除く。）が、港湾区域又は臨港地区内にある工場又は事業場についてその環境を保全し、又はその立地若しく
はその事業活動に伴う当該工場若しくは事業場の周辺地域の生活環境の悪化を防止し、若しくは軽減することに資す
るときは、政令で定める基準に従い、国土交通大臣にあつては国土交通省令で、港湾管理者にあつては条例で、当
該工場又は事業場に係る事業者に、当該港湾工事に要する費用の一部を負担させることができる。

２ 国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定により負担させようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣にあつ
ては交通政策審議会、港湾管理者にあつては地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。

港湾計画の軽易な変更フロー

32

諮問

答申
港湾管理者による港湾計画の策定

国土交通大臣

港湾管理者による港湾計画の概要の公示

地方港湾審議会

送付
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改訂・一部変更・軽易な変更

港湾法施行令
（港湾計画）
第第一一条条のの四四 法第三条の三第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一 港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全の方針
二 港湾の取扱貨物量、船舶乗降旅客数その他の能力に関する事項

三三 港港湾湾のの能能力力にに応応ずずるる水水域域施施設設、、係係留留施施設設そそのの他他のの港港湾湾施施設設のの規規模模及及びび配配置置にに関関すするる事事項項
四四 港港湾湾のの環環境境のの整整備備及及びび保保全全にに関関すするる事事項項
五五 港港湾湾のの効効率率的的なな運運営営にに関関すするる事事項項
六六 そそのの他他港港湾湾のの開開発発、、利利用用及及びび保保全全並並びびにに港港湾湾にに隣隣接接すするる地地域域のの保保全全にに関関すするる重重要要事事項項

ここれれをを変変更更すするる場場合合はは
改改訂訂又又はは一一部部変変更更

ここれれをを変変更更すするる場場合合はは
一一部部変変更更又又はは軽軽易易なな変変更更

一部変更の基準

・ 直轄工事対象施設（規模又は配置の変更により当該施設となるものを含む。）に関する事項の追加、削除又は当該施
設の規模若しくは配置に関する事項の変更

・ 直轄工事対象施設である係留施設の用に供する荷さばき施設及び保管施設の敷地の面積が三ヘクタール以上増減

することとなる規模に関する事項の変更及び当該係留施設の用に供する主要な荷役機械に関する事項の追加、削除
又は主要な荷役機械の種類若しくは配置に関する事項の変更

・ 面積二十ヘクタール以上の一団の土地の造成に関する事項の追加若しくは削除又は造成する土地の規模若しくは配
置に関する事項の変更

・ 面積二十ヘクタール以上の一団の土地に係る土地利用に関する事項の追加若しくは削除又は土地利用の区分に関す
る事項の変更

・ 直轄工事対象施設（利用形態の変更により直轄工事対象となる係留施設となるものを含む。）の利用形態に関する事
項の変更（当該施設に係る港湾の効率的な運営に関する事項の変更を含む）

・ 大規模地震対策施設のうち、直轄工事対象施設に係るものの追加、削除又は変更
・ 船舶航行のための橋梁の桁下空間の確保に関する事項のうち、直轄工事対象施設に係るものの追加、削除又は変更

※直轄工事対象施設か否かは主に施設の規模で決まるものであり、実際の工事を誰が行うかは問われない

35

交通政策審議会（港湾分科会）

国国土土交交通通省省設設置置法法

第第六六条条 本省に、次の審議会等を置く。
国土審議会
社会資本整備審議会
交通政策審議会
運輸審議会

第第十十四四条条 交通政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一一 国土交通大臣の諮問に応じて交通政策に関する重要事項を
調査審議すること。

二二 前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣に意見を述べ
ること。

三三 交通政策基本法 、観光立国推進基本法、全国新幹線鉄道

整備法、海上運送法、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客
定期航路事業等に関する特別措置法 、造船法、臨時船舶建

造調整法、船員法、最低賃金法、障害者の雇用の促進等に関
する法律、船員災害防止活動の促進に関する法律、青少年の
雇用の促進等に関する法律、勤労者財産形成促進法、雇用の
分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法
律、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律、船員職業安定法、船舶職員及び小型船舶
操縦者法、水先法、港湾法、港湾整備促進法、広域臨海環境
整備センター法、空港法 、気象業務法及び海上交通安全法の
規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

２２ 前項に定めるもののほか、交通政策審議会の組織、所掌事

務及び委員その他の職員その他交通政策審議会に関し必要
な事項は、政令で定める。

34
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地整等 件数

北海道 2

東 北 2

関 東 5

北 陸 3

中 部 1

近 畿 3

中 国 3

四 国 1

九 州 3

沖 縄 1

計 24

港 名 地方整備局
地 港 審
開 催 日

1 東京港 関東 2019年5月28日

2 神戸港 近畿 2019年6月6日

3 舞鶴港 近畿 2019年8月8日

4 小木港 北陸 2019年8月19日

5 津久見港 九州 2019年10月8日

6 福山港 中国 2019年10月17日

7 水島港 中国 2019年10月31日

8 川崎港 関東 2019年11月6日

9 北九州港 九州 2019年11月14日

10 釧路港 北海道 2019年11月26日

11 横浜港 関東 2019年12月9日

12 八戸港 東北 2019年12月17日

13 平良港 沖縄 2019年12月20日

14 名古屋港 中部 2020年1月20日

15 東京港 関東 2020年1月31日

港 名 地方整備局
地 港 審
開 催 日

16 岡山港 中国 2020年2月3日

17 両津港 北陸 2020年2月6日

18 釧路港 北海道 2020年2月6日

19 大船渡港 東北 2020年2月7日

20 三島川之江港 四国 2020年3月13日

21 千葉港 関東 2020年3月18日

22 伏木富山港 北陸 2020年3月26日

23 大阪港 近畿 2020年3月30日

24 博多港 九州 持ち回り開催

37

平成31年度・令和元年度の軽易な変更案件

最近の港湾計画改訂・一部変更案件

36

年年月月 分分科科会会 改改訂訂 一一部部変変更更

H30.3 第70回 須崎 福山 松山 鹿児島

H30.6 第71回 秋田 伏木富山

H30.11 第72回 千葉 茨城 平良

H31.3 第74回
大阪 堺泉北 苫小牧 秋田 横浜 神戸 別府

広島 下関

R1.7 第76回 姫路 神戸

R1.11 第77回 川内 大分 宮崎

R2.2 第78回 能代 酒田 秋田 鹿島 北九州
和歌山
下津

大阪 長崎

R2.6 第79回 宇部
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宇部港

（出典）港湾統計、企業ヒアリング

【岩国港】（45千t）

【大竹港】(126千t)

【水島港】(114千t)

【苅田港】(151千t)

【北九州港】(12千t)

【坂出港】(52千t)

【直島港】(4千t)

【松山港】(129千t)

【姫路港】(32千t)
【東備港】(6千t)

【小野田港】(208千t) 【東播磨港】(730千t)【東予港】(271千t)

【細島港】(107千t)

【下関港】(138千t)

【岡山港】(20千t)１０千t未満

１００～１０千t

１００千t～

【衣浦港】(136千t)

【三河港】(61千t)

【大崎港】(120千t)

【松島港】(60千t)

【佐伯港】(2千t) 【高知港】(5千t)

39

宇部港 港湾計画改訂
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／
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~5万DWT 6万DWT 7万DWT
8万DWT 9万DWT 平均積載量(右軸)

石炭輸送船の8～9割が減載入港（赤枠）

入港船舶の状況

○ 宇部港は、国際バルク戦略港湾として、石炭輸送の効率化の観点から、パナマックス船の満載入港、ケープサイズ船の徳山下松港との二港揚げ
入港を目標としている。

○ 宇部港は日本最大のコールセンターを有し、石炭の移出先港全国1位（23港）、移出量全国3位と西日本を中心とした石炭供給拠点の地位を確固
たるものとしている。

○ 一方で、入港船舶の9割が減載入港を強いられるなど、不足する港湾施設が輸送効率化にあたってのボトルネックになっている。

オオーースストトララリリアア
イインンドドネネシシアア等等

【伯方港】(1千t)

国国内内各各地地へへ

宇部港からの移出先（2017年）

前回改訂：2002年 3月 （目標年次：平成20年代後半）
今回改訂：2020年 7月 （目標年次：2030年代前半）

令和2年6月29日
交通政策審議会
第79回港湾分科会

資料
エネルギー受入拠点としての宇部港の役割
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７７．．港港湾湾計計画画のの変変更更事事例例

①①港港湾湾計計画画のの改改訂訂 事事例例
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徳山下松港・宇部港が果たす役割（イメージ）

石炭の大量一括輸送（輸送コスト削減）

我が国の産業活動に必要不可欠な石炭を国内に安定的
かつ安価に供給

モノづくり産業の活性化による日本の国際競争力強化

※徳山下松港の輸入量はH26改訂時推計（目標年次 H40年代前半）

大口ユーザーの石炭中継基地としてコールセンター機能を担う

石炭の共同配船 （ケープ1stポート）

大口ユーザーの操業拠点としての機能を担う
（国内最大の単一事業所発電能力を有するユーザーが立地）

コールセンター 基礎素材型産業

石炭調達に係る取組

徳山下松港 下松地区 （輸入量：330万トン）

徳山下松港 新南陽地区 （輸入量：340万トン）

石炭の共同配船
（ケープ2ndポート、パナマックス1stポート）

大口ユーザーの操業拠点としての機能を担う

石炭の共同配船
（ケープ2ndポート （パナマックス1stポート）

周南バルクターミナルを通じた幅広いユーザー
への供給

石炭調達に係る取組

徳山下松港 徳山地区 （輸入量：400万トン）

石炭供給に係る取組
石炭調達に係る取組

大口ユーザーの操業拠点としての機能を担う

石炭の共同配船
（ケープ2ndポート （パナマックス1stポート）

国内最大のコールセンターである沖の山コール
センターを通じた国内各地への供給

石炭調達に係る取組

宇宇部部港港 新新沖沖のの山山地地区区 （（輸輸入入量量：：852万万トトンン））

石炭供給に係る取組
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宇部港の概要

○ 山口県南西部に位置する宇部港は、古くから石炭・石灰石等の積出港として、また、セメント産業を中心とする工業港として、地域経済の発展に重要
な役割を果たしてきており、同港の背後圏には地場産業であるセメント産業のほか、臨海部に化学工業や石油製品製造業などの基礎素材型産業が
集積している。

○ 平成23年（2011年）5月、徳山下松港と共に国際バルク戦略港湾（石炭）に選定された宇部港は、国内最大の貯炭容量を誇るコ－ルセンターを有し、
同港周辺の火力発電所等への石炭供給、及び西日本一帯への石炭供給拠点としての重要な役割を担っている。

○ また、山口県美祢市で産出される石灰石は、宇部港から関東や瀬戸内・九州等各地へ供給している。

；国際拠点港湾
；重要港湾

美祢市

下下関関港港
定期航路：韓国コンテナ航路 1便/週

：韓国フェリー航路 1便/日
：中国フェリー航路 2便/週
：韓国・中国RORO航路 3便/週

取扱貨物量：549万トン

国際貨物の物流拠点

小小野野田田港港
定期航路：－
取扱貨物量：394万トン

地域産業の物流拠点

徳徳山山下下松松港港 【国際バルク戦略港湾(石炭)】
定期航路：韓国コンテナ航路 8便/週、中国コンテナ航路 3便/週

：東南アジアコンテナ航路 1便/週
：国内コンテナ航路 9.75便/週
：国内フェリー航路 5便/日

取扱貨物量：5,133万トン

県内産業の物流拠点
静脈物流拠点（リサイクルポート）
バルク貨物の供給拠点

三三田田尻尻中中関関港港
定期航路：韓国コンテナ航路 2便/週

：中国コンテナ航路 2便/週
：神戸コンテナ航路 5～7便/週

取扱貨物量：519万トン

地域産業の物流拠点

国際バルク戦略
港湾として連携

10km

宇宇部部 臨臨海海地地域域

美祢市

388億円

20%

宇部市

264億円 14%

山陽小野田市

80億円 4%

その他市町

62%

＜窯業・土石製品製造業＞

宇部市

3,139億円

17%
山陽小野田市

872億円 5%

その他市町

78%

＜化学工業＞

【山口県内の製造品出荷額等（平成29年）】

宇部港背後圏は県内の
化学工業製造品出荷額
等の22％を占める

宇部港背後圏は
県内の窯業・土石
業製造品出荷額
等の38％を占める

出典：工業統計

宇宇部部港港 【国際バルク戦略港湾(石炭)】
定期航路：韓国コンテナ航路 1便/週

：神戸コンテナ航路 2便/週
：大分コンテナ航路 2便/週
：四日市コンテナ航路 1便/月

取扱貨物量：3,128万トン

地域産業の物流拠点
静脈物流拠点（リサイクルポート）
バルク貨物の供給拠点

※取扱貨物量は平成30年
出典：港湾統計

※定期航路は令和2年2月末時点

出典：国土地理院電子地形図を加工して作成
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宇部港が担う役割（緊急物資・幹線貨物輸送の拠点）

【 宇部港周辺の緊急物資輸送網 】

【 緊急物資の流れ(想定) 】

出典：「山口県災害時受援計画(H29年3月)」より作成

○ 宇部港は山口県地域防災計画において、広域輸送拠点（海上輸送基地）を担うことになっているが、耐震強化岸壁は未整備。
○ 今後、耐震強化岸壁を整備し、災害時における緊急物資の海上輸送拠点としての役割及び、幹線貨物輸送拠点としての機能を担うことが必要。

●宇部港背後圏：宇部市
※宇部市人口＝17万（Ｈ27国勢調査）

●発災後３日後を目途に緊急支援物資輸送を開始させるため、被災状況の確認及び緊急物資輸送確保
のための応急復旧を実施 （宇部港・小野田港BCP）

支援
要請

県広域輸送拠点※1

＜芝中西岸壁＞

山口県 宇部市

宇部市広域輸送拠点※2

＜恩田運動公園＞ 各避難所

協定民間倉庫
その他民間倉庫

支援団体等

企業等大口
義援物資

県外臨時受入拠点
県外民間物流拠点

支援
要請

保管荷役要請

物資提供
〔状況に応じ各拠点等から避難所へ直送〕 緊急物資の流れ

※1；「山口県地域防災計画（令和元年度）」で指定
※2；「宇部市地域防災計画（令和元年度）」で指定

【宇部市広域輸送拠点】※2

(陸上輸送拠点)
恩田運動公園（市管理）

【防災拠点】※1

宇部市役所

【山口県広域輸送拠点】※1

(海上輸送基地)
芝中西岸壁

(工事中)

220

490

190

190

6

0m 500m 1km

：JR線
：駅
：緊急輸送道路(国道) ※1

：緊急輸送道路(県・市道) ※1

：緊急輸送道路(臨港道路) ※1

※1；「山口県地域防災計画（令和元年度）」で指定
※2；「宇部市地域防災計画（令和元年度）」で指定

〔既定計画〕
耐震強化岸壁

(未整備)

東見初地区

出典：国土地理院電子地形図を加工して作成
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宇部港が担う役割（地域産業を支える物流拠点）

○ 宇部港は臨海部に集中して立地する基礎素材型産業の物流拠点となっている。
○ 特に、地場産業であるセメント関連（石炭、石灰石、窯業品、再利用資材等）や、化学工業（化学肥料、化学工業品等）及び石油化学工業（原油、石

油製品、化学薬品等）関連の貨物を多く取扱い、背後地域の産業を支えるとともに、関東・中部・近畿・九州等の各方面に化学工業品が陸送され、
我が国の製造業を支える重要な役割を果たしている。

500m

化学工業
鉄鋼業
窯業・土石製品製造業
石油製品製造業
砂・砂利採取業
機械器具製造業

至：美祢市

【輸入】
原油
・ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ他
・630万ﾄﾝ

【移出】
石油製品
・九州,中国, 北
陸他

・376万ﾄﾝ
化学薬品
・愛媛,岡山他
・48万ﾄﾝ

【移出】
セメント
・大阪,千葉他
・292万ﾄﾝ
石炭
・兵庫,小野田他
・252万ﾄﾝ
石灰石
・千葉,兵庫他
・190万ﾄﾝ

【輸出】
セメント
・ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ他
・95万ﾄﾝ
窯業品
・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ他
・123万ﾄﾝ
化学薬品
・韓国,中国他
・42万ﾄﾝ

【移入】
再利用資材
・神奈川,愛媛他
・78万ﾄﾝ
化学薬品
・大分,愛媛他
・68万ﾄﾝ
非金属鉱物
・広島,大分他
・52万ﾄﾝ

【輸入】
石炭
・ｵｰｽﾄﾗﾘｱ他
・469万ﾄﾝ

美祢市から石灰石
や窯業品(ｸﾘﾝｶｰ)等
を専用道路で陸送

関東・中部・近畿方面等
に化学工業品を陸送

九州方面に化学
工業品を陸送

【 製造品出荷額等（平成29年） 】

化学工業製品

31%

化学工業製品

9%

生産用機械器具

鉄鋼

窯業･土石製品

はん用機械器具
電子部品･ﾃﾞﾊﾞｲｽ

その他

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

宇部港背後圏 全国

化学工業製品 生産用機械器具 鉄鋼
窯業･土石製品 はん用機械器具 電子部品･ﾃﾞﾊﾞｲｽ
その他

出典：工業統計

出典：国土地理院撮影の空中写真を加工して作成
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宇部港が担う役割（にぎわい空間）

○ 宇部港では中心市街地に近い本港地区を中心に花火大会などの市民イベントに利用されている他、工業港としての特徴を生かした産業観光バス
ツアーが開催されるなど、今後も引き続き、にぎわいの港としての役割を担うことが求められている。

○ 令和元年5月、宇部港初の外国クルーズ船が本港地区に寄港した。同船の寄港に合わせ、宇部港では、クルーズ船振興を目的とする「宇部クルー
ズ振興協議会（事務局：宇部市）」が設立されており、今後も引き続き、クルーズ船受入体制の強化が図られていく予定。

・毎年、宇部市では「海の日」記念行事の一環として、本港地区で
カッターレース大会と花火大会を開催

・特に花火大会では市内外から毎年約14万人が来場するなど、
宇部市における夏の一大イベントとなっている

＜宇部市花火大会＞

出典：宇部興産ＨＰ

＜カッターレース競技会＞

宇部港でのイベント

・カレドニアン・スカイ（ラグジュアリー）が令和元年5月及び6
月に宇部港初の外国クルーズ船として初寄港

・クルーズ観光振興を図るため、令和元年に「宇部クルーズ
振興協議会」を設立

・令和２年にも、カレドニアン・スカイが寄港（３回）を予定

新町埠頭（本港地区）
カレドニアン・スカイ（令和元年５月）

クルーズ船寄港産業観光バスツアー

・ツアーでは一部、船舶からの見学
を取り入れるなど、臨海部工場群
が観光資源として注目されている

出典：宇部・美祢・山陽小野田産業観光推進協議会HP

1km

令和元年5号、6月に実施したクルーズ客
向けツアーではお茶の生産が盛んな宇部
市小野地区（藤河内茶園・山口茶業）や、
山口市の瑠璃光寺及び防府市の防府天
満宮等を訪問

●イベント会場として利用 〔本港地区〕
・花火大会
・カッターレース競技会
・クルーズ船寄港 など

〔本港地区〕

100m

ｶｯﾀｰﾚｰｽ
大会会場

花火大会
台船位置

宇部
市役所

新町
埠頭

出典：国土地理院撮影の
空中写真を加工して作成

出典：国土地理院の
電子地形図を加工して作成

出典：山口県ＨＰ

• 2021年度までにGHG排出量を2005年比15%削減することを目標に設定し、これまでGHG排出量は確実に減少
• 2021年度までに環境貢献型事業の売上高比30%以上を目標として設定し、環境負荷低減に貢献する製品・技術

の創出と拡大を図っている
→例えば、リチウムイオン電池用電解液やセパレータは、近年のEV（電気自動車）化などに大きく貢献している。
→加えて、低炭素社会に向けた技術や研究開発の推進として、NEDOが実施している「非可食性植物由来化学
品製造プロセス技術開発」や内閣府が創設した国家プロジェクト戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
による課題「エネルギーキャリア」への参画、木質バイオマスを用いた化学製品の開発等の取組を進めている。

• 2030年度までに2013年度比温室効果ガス排出量17%削減する計画
• 2030年度までに環境貢献型製品・技術の売上高比50%以上を目指す

宇部港が担う役割（環境負荷の少ない物流拠点）

○ 宇部港では、総合静脈物流拠点港（リサイクルポート）としてリサイクル貨物等の環境負荷低減に資する貨物を取扱う。
○ モーダルシフト促進のため、新たにRORO船定期航路の誘致を図る計画であり、より環境負荷の少ない物流拠点を目指している。
○ 臨海部に立地する企業においても、事業所内での温室効果ガス(GHG)排出量削減に取り組むとともに、環境負荷低減に貢献する製品開発を行うな

ど、宇部港全体で環境負荷低減に取り組んでいる。

徳山下松港

55%

宇部港

33%

その他港湾

12%

山口県

ﾘｻｲｸﾙ貨物移入

289万トン

【山口県のリサイクル貨物移入量】
（平成30年）

環境負荷低減に貢献する製品・技術の創出と拡大

【宇部港におけるリサイクル貨物移入量の内訳】
（平成30年）

出典：港湾統計

RORO船導入によるモーダルシフト促進

船舶による大量輸送への転換によるCO2削減を図るとともに、
近年のトラックドライバー不足に対応するため、RORO船定期
航路の誘致を図り、モーダルシフトを促進する

山口県は循環資源の移入量が全国１位であり、宇部港は県内移入量の約3割を占める

出典：港湾における中長期政策検討のための懇談会(第2回)資料より作成

宇部港立地企業の取組み

出典：「2019年度統合報告書（宇部興産(株)）」より

石炭灰
62%

建設発生土
20%

スラグ
12%

その他
6%

鉄くず
100%

再利用資材

784,668ﾄﾝ

金属くず

159,228ﾄﾝ

移入

計94万ﾄﾝ

金属くずを鋼材
製品原料として
宇部港立地企
業が再利用

出典：港湾統計

リサイクルポート

石炭灰などの
再利用資材を
セメント原料とし
て宇部港立地
企業が再利用

出典：「2020年度 経営概況説明会 説明資料（宇部興産(株)）」より
出典：「2019年度統合報告書（宇部興産(株)）」より
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西沖の山地区

藤曲地区

居能地区

沖の山地区

新開作地区

本港地区

東見初地区

工業運河地区

石炭火力発電所
立地予定地

埠頭
用地

海面
処分
用地

緑地

緑地

緑地

今回計画
既定計画
公共岸壁（既設）
専用岸壁（既設）
臨港道路（既設）
専用道路（既設）

宇部港港湾計画改訂（案）の概要

1km

延伸

本港航路全体図港湾区域（予定）

芝中地区

○(-16m)岸壁
(耐震〔幹線貨物〕)整備

○用地造成(埠頭用地)
・貯炭場

○臨港道路
(2車線)整備

○航路(-16m)整備
○泊地(-16m)、航路・泊
地(-16m)整備

新沖の山地区

○海面処分用地
・一般、産業、災害
廃棄物受入れ
・浚渫土砂受入れ

○耐震強化岸壁に
位置付け(緊急物資)

○RORO貨物の新規
取扱

○緑地整備
・賑わい空間創出
・中小型クルーズ船受入れ

○緑地整備
○小型船だまり(漁船・
プレジャーボート)集約

○岸壁の将来構想

出典：国土地理院撮影の空中写真を加工して作成
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今後、想定される大規模災害等に対し、国際バルク戦略港湾として徳山下松港と連携して、石炭のサプライチェーンを
維持するため、新沖の山地区で幹線貨物輸送ターミナルを確保する。

宇部港の目指す姿について

【将来像】
＜物流＞ 輸送の効率化と多様なニーズに対応する宇部港

＜防災＞ 安心な暮らしや企業活動を維持し、災害時においても機能を維持する宇部港
＜交流＞ 交流の場を創出し、人々が集いにぎわう場となる宇部港

基本方針１ ＜物流・産業＞ バルク貨物の広域供給拠点の形成

基本方針２ ＜物流・産業＞ 地域産業振興に資する物流機能の強化

基本方針３ ＜環境・物流＞ 環境分野への取組みの促進

基本方針４ ＜防災・産業＞ 暮らしや産業を守る機能と空間の確保

基本方針５ ＜防災・物流＞ 災害時のエネルギー供給機能の確保

基本方針６ ＜交流＞ にぎわい空間の形成と親水性の向上

石炭の輸入について、大型船による効率的な輸送に対応する大水深岸壁等を整備し、バルク貨物の広域供給拠点の
形成を図る。

港の物流機能を強化するとともに、既存施設を物資補給岸壁へ転換して荷役効率を向上させ、地域産業の振興を図る。

市民や訪問客に親しまれる水辺空間として親水性の向上を図るとともに、急増しているクルーズ需要を取込んでいけるよ
う、にぎわい空間の形成を図る。

背後地域が被災した際の防災拠点としての機能強化を図るとともに、物流機能強化に伴って発生する浚渫土砂等の処理
空間を確保し、また災害廃棄物も含めた廃棄物の処理空間確保の要請にも対応できるようにする。

モーダルシフトを促進するため、新たなRORO船定期航路の誘致を図るとともに、循環資源等の環境負荷軽減に資する貨
物を効率良く取扱う。
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宇部港の目指す姿と基本方針との適合

【目目指指すす姿姿（前前回回改改訂訂時時））】】
背後立地産業を支える海上輸送拠点としての

宇部港
①船舶の大型化や荷役形態の変化に対応した物流機能の拡充
②港湾における廃棄物の受入空間の確保
③住民や港湾で働く人々が海やみなとに親しめる緑地等の確保
④安全で安心なみなとづくり
⑤港湾空間の適正な利用と船舶航行の安全性の向上

【目目指指すす姿姿（今今回回計計画画））】】
西日本産業の国際競争力や、地域の
防災機能の強化に資する宇部港

①バルク貨物の広域供給拠点の形成
②地域産業振興に資する物流機能の強化

③環境分野への取組みの促進
④暮らしや産業を守る機能と空間の確保
⑤災害時のエネルギー供給機能の確保
⑥にぎわい空間の形成と親水性の向上

今今回回計計画画ででのの主主なな対対応応

<<物物流流>>
・石炭の輸入・供給拠点としての機能強化（新
規岸壁（幹線貨物輸送用耐震強化岸壁）、用
地造成、航路増深等）

・既設岸壁でのRORO貨物の新規取扱

<<みみななととままちちづづくくりり>>
・にぎわい空間の形成と親水性の向上

<<安安心心・・安安全全>>
・緊急物資輸送用耐震強化岸壁の早期実現
のための位置づけの変更

※港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針（令和２年３月国土交通省港湾局）

港港湾湾のの基基本本方方針針※

港港湾湾のの開開発発、、利利用用及及びび保保全全のの方方向向にに関関すするる事事項項
我我がが国国のの産産業業とと国国民民生生活活をを支支ええるる海海上上輸輸送送網網のの構構築築とと物物流流空空間間のの形形成成

●資源・エネルギー・食糧の受入拠点となる港湾の機能強化及び環境
への負荷が少ないエネルギーの受入拠点の形成

●大型船を活用した安定的かつ効率的な海上輸送網を形成するための
国際バルク戦略港湾政策の推進

●国内複合一貫輸送網の機能強化

●みなととその周辺における散策・飲食・ショッピング等の機能の確
保及び地域住民との交流・賑わいの創出等、快適で利便性の高い交
流空間の形成

国国民民のの安安全全・・安安心心をを支支ええるる港港湾湾機機能能・・海海上上輸輸送送機機能能のの確確保保

●災害時における緊急物資や、国際海上コンテナをはじめとする幹線
貨物の一連の輸送ルートの構築及び航路等の啓開体制の強化
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地方港湾審議会（令和2年3月）における主な議論内容

〇〇港港湾湾整整備備ににつついいてて

（意見）現状でも、飽和状態に近い貨物量を取り扱っている状況。港が効率よく回転すると安全にもつながるた
め、少しでも早く整備を進めていただきたい。港湾計画改訂後、どのくらいで港湾計画に示された施設の
整備が完了するのか。

（回答）15年を一つの目標としているが、社会情勢の変化も考えられ、今時点で確実な整備を確約できるもので
はない。

〇〇将将来来構構想想ににつついいてて

（意見）将来構想に示されている新沖の山地区２バースの場合、今の案よりも航路が伸びるのか。

（回答）今示している案も将来構想も航路水深は－16mであり、新沖の山地区の岸壁が２バースになったとして
も、航路が伸びることにはならない。

〇〇大大規規模模地地震震時時のの対対応応ににつついいてて

（意見）大規模地震発生時に耐震強化岸壁までのアクセスをどう考えているか。

（回答）岸壁に通じる全ての道路に対して液状化対策することは困難だが、発災時は、緊急工事で液状化に伴う
噴砂等を除去するなどの啓開作業を行うことで対応可能と考えている。

〇〇緑緑地地整整備備ににつついいてて

（意見）東見初地区の緑地は、交流スペースとして整備するものであり、クルーズ船誘致を主目的として整備す
るものではないという理解でよろしいか。

（回答）東見初地区の緑地の整備はクルーズ船受入れの為の環境整備につながるものであるが、交流の場の
確保を主な目的として整備するものである。
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17,425

288 1,881 3,423 3,638 4,688 4,009 3,232 2,563 2,431 2,135

17,425

246 1,450
3,214 3,214

4,164 3,827
3,088 2,531 2,484 2,171

7,673

8,579

12,626
9,322 7,140

6,470 7,514
7,355 8,693 10,690 12,023

4,605 

7,484 

10,403 9,628 

7,346 
7,464 7,309 

7,057 8,469 

10,379 
11,465 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

(TEU)

(速報)

輸出 輸入 移出 移入

47,128

22,786

26,360

16,597

25,587

21,338
22,659

20,732
22,256

25,984
27,794

既定計画

(H20代後半)

貨物取扱状況(コンテナ)

○ コンテナ貨物の太宗貨物は、窯業品（輸出、移出）、染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品（輸入、移出）。
○ 窯業品は主に韓国へ輸出、大分へ移出。
○ 染料・塗料・合成樹脂・その他化学工業品は主に韓国から輸入、神戸港へ移出（国際フィーダーで香港へ）。

外貿コンテナ取扱個数の内訳（平成30年）コンテナ取扱個数の推移

内貿コンテナ取扱個数の内訳（平成30年）
（国際フィーダー含む）

窯窯業業品品

4400%%

自自動動車車

部部品品

99%%

染染料料・・塗塗料料・・合合成成樹樹脂脂・・そそ

のの他他化化学学工工業業品品 55%%

ううちち空空ココンンテテナナ

4466%%

そそのの他他

4466%% 輸輸出出

22,,113355TTEEUU

染染料料・・塗塗料料・・

合合成成樹樹脂脂・・そそ

のの他他化化学学工工業業

品品

4400%%

非非金金属属鉱鉱物物

2255%%

家家具具装装備備品品 88%%

そそのの他他

2288%%

ううちち空空ココンンテテナナ

2211%%

輸輸入入

22,,117711TTEEUU

窯窯業業品品

7788%%

染染料料・・塗塗料料・・合合成成樹樹脂脂・・

そそのの他他化化学学工工業業品品

2200%%

空空ココンンテテナナ 22%%

移移出出

1122,,002233TTEEUU

木木材材チチッッププ 22%%

ううちち空空ココンンテテナナ

9977%%
そそのの他他 9988%%

移移入入

1111,,446655TTEEUU
コンテナ航路 便数

韓国（釜山） 1便/週

国際フィーダー航路（神戸） 2便/週

大分 2便/週

四日市 1便/月

【既定計画との相違（対平成30年）の主な要因】

●コンテナ貨物は他港（門司港等）利用から宇部港利用へ転換する計画としてい
たが、航路減少（Ｈ18～東南アジア航路中止）等もあり転換が進展しなかったた
め、宇部港利用が伸びなかった。

＜内訳＞

品目 区分
既定
計画 H30 増減

化学工業品 輸出 3,648TEU 97TEU - 3,551TEU

飼料（牧草） 輸入 4,637TEU 0TEU - 4,637TEU

雑工業品 輸入 1,197TEU 0TEU - 1,197TEU

＜現行航路＞
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271 260 272 311 301 285 282 308 293 297 297

1,251 1,112 1,135
1,246 1,195 1,205 1,181

1,325
1,113 1,251 1,149

1,723

1,432 1,435
1,516

1,452 1,590 1,568
1,533

1,393
1,495

1,413

340

292 260

297
267

296 289
274

288

304
269

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

(万トン)

(速報)

輸出 輸入 移出 移入

既定計画

(H20代後半)

3,096 3,102

3,370
3,215

3,377 3,320
3,439

3,087

3,347
3,128

3,585

貨物取扱状況

原原油油

5555%%

石石炭炭

4411%%

そそのの他他石石油油製製品品

44%%

そそのの他他

11%%

輸輸入入

11,,114499万万トトンン

○ 大宗貨物は石炭（輸入、移出）、原油（輸入）、石油製品（移出）、セメント（輸出、移出）、窯業品（輸出）。
○ 石炭は主にオーストラリアやインドネシアから輸入し、主に瀬戸内海沿岸を中心とする西日本一帯へ移出。
○ 原油はサウジアラビア等中東諸国より輸入し、精製後、石油関連製品や化学薬品として主に西日本各地へ移出。
○ セメントは宇部港臨海部で生産され、シンガポールや香港へ輸出、大阪や名古屋、東京等全国各地へ移出。
○ 窯業品(ｸﾘﾝｶｰ等)は宇部港臨海部で生産され、セメント製造用等としてオーストラリアや東南アジア等へ輸出、福岡や兵庫等西日本各地へ移出。

取扱貨物量の推移 取扱貨物量の内訳（平成30年）

石石油油製製品品

2244%%

セセメメンントト

2211%%

石石炭炭

1188%%

石石灰灰石石

1133%%

重重油油

1111%%

化化学学薬薬品品 33%%

揮揮発発油油 33%%

化化学学肥肥料料 33%%

窯窯業業品品 22%% そそのの他他 22%%

移移出出

11,,441133万万トトンン

再再利利用用資資材材

2299%%

化化学学薬薬品品

2255%%

非非金金属属鉱鉱物物

1199%%

石石油油製製品品

77%%

金金属属くくずず

66%%

砂砂利利・・砂砂 44%%

そそのの他他石石油油製製品品 44%%

そそのの他他 66%%

移移入入

226699万万トトンン

【既定計画との相違（対平成30年）の主な要因】

●ｾﾒﾝﾄ製造用窯業品の海外需要増加により、窯業品(ｸﾘﾝｶｰ等)の輸出が増加。
●国内の石油製品需要の減少により、原油の輸入が減少。
●公共事業の縮小等により、セメントや石灰石の移出、砂利・砂の移入が減少。

＜内訳＞ 品目 区分 既定計画 H30 増減

窯業品(ｸﾘﾝｶｰ等) 輸出 78万トン 125万トン ＋47万トン

原油 輸入 690万トン 630万トン - 60万トン

セメント 移出 452万トン 292万トン - 160万トン

石灰石 移出 330万トン 190万トン - 140万トン

砂利・砂 移入 64万トン 10万トン - 54万トン

※石炭の輸入については既定計画 452万トン→H30では469万トン（＋17万トン）…概ね推計どおりに推移

窯窯業業品品

4422%%

セセメメンントト

3322%%

化化学学薬薬品品

1144%%

化化学学肥肥料料

88%%

そそのの他他 44%%

輸輸出出

229977万万トトンン
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計画貨物量の設定（コンテナ貨物）

○ CO2削減のためバイオマス燃料と石炭を混焼する発電事業者が増加していることを踏まえ、バイオマス燃料（木材チップ）の輸入量増加を見込む。
○ バイオマス燃料以外の貨物については現状と同程度を見込む。

木材チップ

7,250

染料・塗料・合成樹脂・

その他化学工業品

936

うち空ｺﾝﾃﾅ 1,028

その他

1,680

輸入
9,866TEU

【 増減等の主な要因 】コンテナ取扱量推計

【輸入】木材チップ(H30実績） 0トン
→(今回推計）15万トン（7,250TEU） 【+7,250TEU】

・ CO2削減のためバイオマス燃料と石炭を混焼する発電事業者が増加して
いることを踏まえ、バイオマス燃料の輸入量増加を見込む。

窯業品

6,707

染料・塗料・合成樹脂・

その他化学工業品

1,739

空ｺﾝﾃﾅ 44

移出
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窯業品

1,039 

自動車部品 306 

その他 5,500

うち空ｺﾝﾃﾅ 5,214 

輸出

6,845TEU

今回計画の貨物量内訳
染料・塗料・合成樹脂・

その他化学工業品 145

空ｺﾝﾃﾅ 8,108

移入

8,253TEU
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33,454
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47,128

53

窯業品

122

セメント

120

石灰石

50

化学薬品

39

化学肥料

27

鉄鋼 6 その他 1
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既定計画 H30 今回計画

(万トン) 【公共】

輸 出 輸 入 移 出 移 入

(H20年後半) (2030年代前半)

486

238

(速報)

1,236

計画貨物量の設定

○ 石炭は、 新規石炭火力発電所の建設や既存発電所のリプレイスによる需要増加等により国内需要の増加が見込まれるため、輸入量が増加すると
ともに、輸入の取扱いを専用埠頭から公共埠頭へ転換する。

○ CO2削減のためバイオマス燃料と石炭を混焼する発電事業者が増加していることを踏まえ、バイオマス燃料の輸入量増加を見込む。
○ 石灰石は、国内外の需要に対応するため、新しく鉱山を開発しており、移出・輸出量増加を見込む。

今回計画の貨物量内訳

【輸入】石炭 （H30実績）466万トン→（今回推計）0トン（公共貨物へ転換）
【移出】石炭 （H30実績）252万トン→（今回推計）457万トン 【+205万トン】
・既存発電所のリプレイス等国内の需要増加に対応するため増加見込み。

【 増減の主な要因 】

＜専用＞

【輸入】石炭 （H30実績）3万トン→（今回推計）852万トン 【+849万トン】
・ 新規石炭火力発電所の建設等国内需要増加を見込むため増加。石炭の
安定的な供給を図るため、受け入れを専用埠頭から公共埠頭へ転換。

【輸入】薪炭 (H30実績）3千トン→(今回推計）40万トン 【+40万トン】
木材チップ (H30実績） 0トン→(今回推計）29万トン 【+29万トン】

・ CO2削減のためﾊﾞｲｵﾏｽ燃料と石炭の混焼利用増加を踏まえ増加見込み。

＜公共＞

【輸出】石灰石 （H30実績）1万トン→（今回推計）50万トン 【+49万トン】
【移出】石灰石 （H30実績）190万トン→（今回推計）290万トン 【+100万トン】
・ 海外需要や国内需要に対応するため増加見込み。
【輸出】セメント (H30実績)95万トン→(今回推計)120万トン 【+25万トン】
・海外需要に対応するため増加見込み。

公共・専用の構成割合

専用

貨物

2,890

専用

貨物

2,841

238
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H30 今回計画

(万トン)
公共 専用から公共へ

転換分

専用

公共貨物

計1,236
計3,128

計4,077

(2030年代前半)(速報)

532

石炭輸入増加
分を含む

専用から公共
へ転換 石炭

457

石油製品

350
セメント

310

石灰石

290

重油

140

化学薬品 54
化学肥料 47

薪炭 40
窯業品 31

木材チップ 22
その他 52

移出

1,794万トン
石炭

852
原油

660

その他石油製品 47
薪炭 40

木材チップ 29
その他 10

輸入

1,638万トン

再利用資材

82

化学薬品

74

非金属鉱物

54

石油製品

21

その他石油製品 12

金属くず 13

重油 7
砂利・砂 6

その他

10

移入

280万トン

52
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港湾計画の変更内容[芝中地区]

既定計画 今回計画

臨港交通施設計画（既定計画）
臨港道路 4車線

公共埠頭計画（既設）
水深12m 岸壁1バース 延長240m

臨港交通施設計画（既定計画の変更計画）
臨港道路 4車線

小型船だまり計画（既定計画）
小型桟橋 1基

小型船だまり計画（既設）
水深4.5m 岸壁4バース 延長240m
水深3m 物揚場 延長165m

公共埠頭計画・大規模地震対策施設計画
（既設の変更計画）
水深12m 岸壁1バース 延長240m［耐震］

小型船だまり計画（計画削除）
小型桟橋 1基

公共埠頭計画（既設）
水深9m 岸壁1バース 延長162m

物資補給等のための施設
（既設の変更計画）
水深9m 岸壁1バース 延長162m

小型船だまり計画
（既設の変更計画）
水深4.5m 岸壁2バース
延長120m

水深3m 物揚場 延長165m

物資補給等のための施設
（既設の変更計画）
水深4.5m 岸壁2バース
延長120m

公共埠頭計画
（既設）
埠頭用地 8.6ha

（既定計画）
埠頭用地 5.8ha

公共埠頭計画
（既設の変更計画）
埠頭用地 8.6ha

（既定計画の変更計画）
埠頭用地 5.3ha

55

港湾計画の変更内容[沖の山地区・新沖の山地区]

既定計画 今回計画

臨港交通施設計画（既定計画）
その他道路

水域施設計画（既定計画の変更）
航路 水深16m 幅員300m

廃棄物処理計画（既定計画）
海面処分用地 72.3ha

水域施設計画（既定計画）
航路 水深13m 幅員300m

水域施設計画（新規計画）
泊地 水深16m 2.3ha
航路・泊地 水深16m 47.1ha

廃棄物処理計画
（既定計画の変更計画）
海面処分用地 38.7ha

公共埠頭計画・大規模地震対策施設計画
（新規計画）
水深16m 岸壁1バース 延長390m［耐震］

将来構想（岸壁）

臨港交通施設計画
（新規計画）
臨港道路 2車線

公共埠頭計画（新規計画）
埠頭用地 52.2ha

臨港交通施設計画（新規計画）
臨港道路 2車線

54
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港湾計画の変更内容[本港地区]

既定計画 今回計画

港湾環境整備施設計画
（既定計画）
緑地 4.6ha

土地利用計画
（既設の変更計画）
埠頭用地 2.3ha
港湾関連用地 0.2ha

港湾環境整備施設計画
（既定計画）
緑地 0.7ha

港湾環境整備施設計画
（既定計画の変更計画）
緑地 1.9ha

臨港交通施設計画（既設）
臨港道路 2車線

公共埠頭計画（既設）
水深3m 物揚場 延長145m
埠頭用地 0.3ha

臨港交通施設計画
（既設の変更計画）
臨港道路 2車線

土地利用計画
（既設の変更計画）
港湾関連用地 0.4ha

小型船だまり計画
（既設の変更計画）
水深3m 物揚場 延長145m
埠頭用地 0.3ha

港湾環境整備施設計画
（既定計画の変更計画）
緑地 0.3ha
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港湾計画の変更内容[東見初地区]

既定計画 今回計画

公共埠頭計画（既定計画の変更計画）
水深7.5m 岸壁4バース 延長560m

公共埠頭計画（既設）
水深4m 物揚場 延長110m

港湾環境整備施設計画
（計画削除）
海浜 1,150m

港湾環境整備施設計画
（既定計画）
海浜 1,150m

公共埠頭計画・大規模地震対策施設計画
（既定計画）
水深7.5m 岸壁5バース 延長650m
［耐震 1バース］

危険物取扱施設計画（既定計画）
ドルフィン 1バース

危険物取扱施設計画（計画削除）
ドルフィン 1基

水域施設計画
（既定計画）
航路 水深9m 幅員180m
泊地 水深7.5m 51.8ha
泊地 水深5.5m 14.0ha

水域施設計画
（既定計画の変更計画）
航路 水深9m 幅員100m
泊地 水深7.5m 54.9ha
泊地 水深5.5m 23.0ha
泊地 水深5.5m 2.4ha

物資補給等のための施設
（既設の変更計画）
水深4m 物揚場 延長55m

土地利用計画（既設）
埠頭用地 0.6ha

土地利用計画
（既設の変更計画）
埠頭用地 0.2ha
港湾関連用地 0.4ha

小型船だまり計画
（既設の変更計画）
水深4m 物揚場 延長55m

専用埠頭計画
（既設の廃止）
ドルフィン 1バース

水域施設計画
（既定計画）
航路・泊地
水深9m 0.6ha

専用埠頭計画（既設）
ドルフィン 1バース

水域施設計画
（計画削除）
航路・泊地
水深9m 0.6ha
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能代港 港湾計画 改訂
前回改訂：1992年8月（目標年次：概ね平成17年）
今回改訂：2020年2月（目標年次：2030年代半ば）

本本荘荘港港

戸戸賀賀港港

※取扱貨物量はH30速報値（秋田県調べ）

定期航路：－
取扱貨物量：366万トン

県のエネルギー拠点
静脈物流の拠点（リサイクルポート）

定期航路：－
取扱貨物量：35万トン

国家石油備蓄基地
船舶補修の拠点

船川港

○能代港は、能代火力発電所が立地し、県のエネルギー拠点としての役割を担うほか、リサイクルポートとして静脈物
流拠点（主に石炭灰移出）としての役割を担う。

○能代港周辺では、港湾区域内を含め複数の洋上風力発電事業の計画があり、洋上風力発電事業の適地として期待
されている。「海洋再生エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（再エネ海域利用法）」に
おける今後の促進区域の指定を目指し、協議会が組織され、国による風況・地質調査が行われている。

定期航路：中韓コンテナ航路 2便/週
韓国コンテナ航路 1便/週
国内フェリー 12便/週

取扱貨物量：763万トン

県内産業の物流拠点
クルーズ客の受入拠点

秋田港

能代港
秋田県の年間電力消費量は、70～75億kWhで推移して
おり、能代火力発電所で発電される電力（約90億kWh）
で秋田県内の全電力を賄うことができる。

能能代代火火力力発発電電所所

年年間間発発電電量量：：約約90億億kWh

既に一定の準備段階
に進んでいる区域

59

令和2年2月19日
交通政策審議会
第78回港湾分科会

資料

港湾計画の変更内容【港湾区域の変更（予定）】

58
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能代港が担う役割（産業立地空間、地場産業の物流拠点）

○ 原塩が輸入され、製造された融雪剤が高速道路、一般道路の凍結防止剤として使用され、冬期間における安定した
陸上輸送に貢献。

○ 能代火力発電所の石炭燃焼排ガスの脱硫材の原料となる石灰石が移入されているほか、発電所から発生する石炭
灰は、セメント材料として輸移出されている。

○ また、背後の道路網により秋田県北部で消費される建設資材等の移入の拠点となっている。
○ さらに今後、自治体、商工団体、発電事業者等で構成される「能代港洋上風力発電拠点化期成同盟会」により、洋上

風力関連産業の誘致活動を行い、洋上風力発電事業の進展による部材工場の進出を見込んでいる。

○千葉港の背後図みたいなもの

秋秋田田県県北北部部のの企企業業にによよるる
建建設設資資材材等等のの移移入入

石石炭炭灰灰のの輸輸移移出出

凍凍結結防防止止剤剤ののたためめのの
材材料料輸輸入入

能能代代港港

石石炭炭燃燃焼焼排排ガガスス脱脱硫硫剤剤
原原料料のの輸輸入入

未未利利用用地地14.0ha

東東北北電電力力株株式式会会社社
能能代代火火力力発発電電所所

木木材材工工業業団団地地
（（未未利利用用地地ななしし））

○○能能代代港港大大森森地地区区工工業業用用地地状状況況

61

能代港が担う役割（県のエネルギー拠点）

○能代火力発電所が立地しており、３号機を２０２０年３月の運転開始を目指し建設中。

○また、港湾区域における洋上風力発電の導入に向けた取組のほか、一般海域においても複数の計画の調査が進め
られており、洋上風力発電の建設拠点としての役割も期待されている。

60

東北管内 赤字：有望な区域（協議会組織等の準備を直ちに開始）
青字：有望な区域（今後の地元合意等の状況を踏まえて準備を開始）
黒字：利害関係者の特定・調整が必要な区域

むつ小川原港
（港湾区域内に計画有）

能代港
（港湾区域内に計画有）

秋田港
（港湾区域内に計画有）

秋田県八峰町および能代市沖

青森県沖日本海（北側）

青森県沖日本海（南側）

秋田県能代市、三種町
および 男鹿市沖

秋田県由利本荘市沖
（北側・南側）

青森県陸奥湾

秋田県潟上市沖

出典：新聞報道等より港湾空港部が作成
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大森地区

下浜地区
中島地区

○○洋洋上上風風力力発発電電のの拠拠点点のの形形成成
・(-7.5)260m → (-12)230m
・海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置
及び維持管理の拠点を形成する区域(8ha)

○○用用地地造造成成
（埠頭用地）

○○耐耐震震強強化化岸岸壁壁にに位位置置付付けけ

凡凡例例
：既設岸壁 ：港湾区域内
：今回計画 風車設置位置
：臨港道路

：主要道路

再再生生可可能能エエネネルルギギーー源源をを
利利活活用用すするる区区域域

260m
(-13m) 230m

(-12m)

185m
(-10m)

175m
(-2m)

265m
(-2m)

180m
(-4m)

144m
(-2m)

408m
(-2m) 136m

(-5m)

130m2B
(-7.5m)

○○企企業業誘誘致致（（部部品品工工場場等等））

○○小小型型船船だだままりり（（漁漁船船））のの集集約約

230m
(-2m)

○○用用地地造造成成、、土土地地利利用用計計画画変変更更
（埠頭用地→港湾関連用地）
・企業誘致（メンテナンス事業所、倉庫、部品工場等）

○○用用地地造造成成
（埠頭用地）
・洋上風力発電部材、原木ヤード

×

能代港港湾計画（改訂案）の概要

63

外港地区

再再生生可可能能エエネネルルギギーー源源をを
利利活活用用すするる区区域域

能代港の目指す姿について

62

【【将将来来像像】】
県県北北部部地地域域のの産産業業のの持持続続的的発発展展をを支支ええ、、

再再生生可可能能エエネネルルギギーー拠拠点点ととししてて成成長長すするる能能代代港港

基本方針１ ＜環境＞ 洋洋上上風風力力発発電電のの設設置置及及びび維維持持管管理理拠拠点点のの形形成成

基本方針２ ＜産業・物流＞ 地地域域産産業業をを支支ええるる物物流流・・生生産産拠拠点点のの形形成成

基本方針３ ＜防災＞ 住住民民・・産産業業をを守守るる防防災災機機能能のの充充実実

○大規模災害時において、県民の暮らしや来訪者の安全・安心を守るとともに、

産業の自然災害リスク低減に貢献する。

○物流基盤及び生産基盤の強化を図り、地域産業の持続的発展や競争力

強化に貢献する。

○洋上風力発電の設置・維持管理に対応した環境の提供と港湾空間の有

効活用を行うことにより、洋上風力発電の拠点を形成する。

基本方針４ ＜環境＞ 住住民民がが親親ししめめるる親親水水空空間間のの確確保保

○海洋性レクリエーションを安全に楽しめる親水空間を確保し、地域住民の暮

らしに憩いと癒やしを提供する。
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○ エスビアウ港は、1868年より整備を開始。2000年前後から洋上風力発電産業の拠点化が進
められ、現在では欧州最大の洋上風力発電設備のプレアセンブル及び積出基地となっている。

○ 現在、世界シェア第１位と第２位の洋上風車メーカー、シーメンス社のナセル工場やMHI
ヴェスタスのPCM工場等が港湾背後に立地しており、エスビアウにおける洋上風力発電産業
の雇用は、4,000人程度に上っている。

2017

○ 洋上風力発電については、年１回の定期点検、
数年周期での部品交換が必要であり、能代港に
おいては、本年１月に、風力発電会社と地元の
建設会社により、両社が有する設備やノウハウ
を活かして洋上風力発電所の運営・保守を専門
に行う会社が設立された。 ※IEA Wind Task 26 Offshore Wind Farm Baseline Documentation、

着床式洋上風力発電ガイドブック（2018年3月、NEDO）を基に作成。

主な内容 頻度

大規模補修 約５～９年周期

中規模の修理・部品交換 約３年周期

小規模の修理・部品交換 ３回／年

定期点検 １回／年

1874

※PORT OF ESBJERG 2017
を基に港湾局作成。

エスビアウ港の利用状況 エスビアウ港平面図 ※エスビアウ港 HP資料等より
港湾局作成

Ørsted社
メンテナンス拠点

風車資機材の積出・
プレアッセンブリー拠点

MHIヴェスタス社
PCM工場

シーメンス社
ナセル工場

65

関連産業の育成や波及効果について

64

地方港湾審議会（令和２年１月）等における主な議論内容

○○洋洋上上風風力力発発電電のの拠拠点点形形成成ににつついいてて
（意見）

・洋上風力発電の拠点を形成することによる効果は。
（回答）

・能代港周辺は、風況や海底の地盤状況等から洋上風力発電事業の有望地域として期待され、複数の洋上風力発電事業
計画が進められていることから洋上風力発電の導入を促進するための拠点としての役割が求められている。

・洋上風力発電導入促進により、風車関連産業の立地、風車関連部品の県内企業からの調達、メンテナンス産業の育成
創出により、秋田県全体の発展に大きく寄与するものと期待している。

○○船船舶舶係係留留のの考考ええ方方ににつついいてて
（意見）

・今後、洋上風力事業に伴い、作業船などの能代港を利用する船舶の増加が想定されるが、現在能代港を利用している
作業船は引き続き係留できるのか。また、将来的なタグボートや作業船等の配置・係留の見込みについて、ご教示い
ただきたい。

（回答）
・現在能代港に係留されている作業船については、引き続き利用できるよう小型船だまり計画でその規模や配置を考え

ている。
・洋上風車建設が本格化すると、多数の船舶の利用が想定されるため、各港湾単独ではなく、秋田県が管理している能

代港、秋田港、船川港の３つの港を連携し活用するなど、適切な配置を決定していきたいと考えている。

○○ 地地元元 能能代代市市のの能能代代港港へへのの期期待待ににつついいてて
・平成３０年３月に、国、県、秋田県の県北地域が一体となってとりまとめた「能代港ビジョン」において、風力発電
の拠点形成等を掲げ、地域の活性化を図るとしており、そのためには能代港の整備は欠かせないという強い思い。

・能代港における洋上風力の拠点形成については、関係する自治体、議会、商工団体、発電事業者等からなる能代港洋
上風力発電拠点化期成同盟会を立ち上げ、活動を展開しており、今後も、地域が一丸となって取り組んでいく。
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総取扱貨物量の推移
輸出 輸入 移出 移入

貨物取扱状況（公共）

取扱貨物量の品目内訳（平成30年）

○大宗貨物は、砂利・砂（移出入）、石灰石（移入）、原塩（輸入）である。

○砂利・砂は背後圏の土木建築資材の移入、石灰石は土木用（アスファルト骨材）及び工業用（排煙脱硫）の炭酸カル
シウムの原料の移入、原塩は道路の凍結防止剤の原料として輸入。

【輸出】
約5.8万㌧

【輸入】
約5.1万㌧

【移出】
約7.2万㌧

【移入】
約19.9万㌧
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総取扱貨物量の推移
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14.7
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韓国
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ず
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貨物取扱状況

取扱貨物量の品目内訳（平成30年）
：公共施設利用

【輸出】
約9.0万㌧

○大宗貨物は、石炭（輸入）、再利用資材（輸出、移出）、砂利・砂（移入）、石灰石（移入）、金属くず（輸出）。

○石炭は能代火力発電所で利用される燃料をオーストラリア等から輸入、再利用資材は能代火力発電所から発生しセ
メント材料として利用される石炭灰の輸移出。

【輸入】
約311.1万㌧

【移出】
約25.9万㌧

【移入】
約20.4万㌧

青森
9.7

その他
0.9

青森
4.6

新潟
3.1

砂利・砂
10.6

石灰石
7.7

その他
2.1

既定計画

【既定計画との相違（対2018年）の要因】

●能代火力発電所の3号機稼働を見込んでいたことから
2018年時点では稼働していないため石炭 輸入は減

●1992年当時見込んでいたセメントの県内消費量が建設
業の減少により見込めなくなったためセメント 移入は減

●木材加工業のため、海外から原木輸入の増加を見込ん
でいたが、県産材へのシフトにより原木 輸入は減

〈内訳〉
石炭 ：輸入-805千トン
セメント ：移入-350千トン
原木 ：輸入-270千トン 等

66

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182005
既定計画
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計画変更内容（大森地区）

既定計画 今回計画

土地利用計画
埠頭用地 20.4ha
港湾関連用地 5.4ha
工業用地 39.0ha
緑地 4.0ha

合計 68.8ha

公共埠頭計画（既設）
水深7.5m 岸壁2バース 延長260m

小型船だまり計画（既設）
水深4m 物揚場2バース 延長420m

公共埠頭計画（新規計画）
埠頭用地 19.8ha

公共埠頭計画（既定計画の変更）
水深12m 岸壁1バース 延長230m

土地利用計画
埠頭用地 42.4ha
港湾関連用地 10.3ha
工業用地 39.0ha
緑地 0.0ha

合計 91.7ha

公共埠頭計画（新規計画）
埠頭用地 3.1ha

水域施設計画（既定計画の変更）
水深12m 24.4ha

小型船だまり計画（既設）
水深4m 船揚場 延長40m

公共埠頭計画・大規模地震対策施設計画
(既設の変更計画)
水深10m 岸壁1バース 延長185m

公共埠頭計画（既設）
水深10m 岸壁1バース 延長185m

海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置
及び維持管理の拠点を形成する区域(8ha)

69

こここここここここここここ
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輸出 輸入 移出 移入

○能代火力発電所３号機の運転開始に伴い、燃料用石炭の輸入の取扱増加が見込まれる。

○東北電力における、セメント材料用石炭灰の取扱増加が見込まれる。

○能代港周辺の洋上風力発電所の建設が本格化することに伴い、洋上風力関連設備等の取扱い増加が見込まれる。

＜増加する主な要因＞

≪輸入≫ 石炭（2018年）305.9万㌧ → （今回推計）400.0万㌧
・石炭火力発電所の施設増強に伴う石炭の取扱増加を見込む（＋94.1万㌧ ）

今回計画の貨物内訳

≪移出≫ 電気機械（2018年）0.0万㌧ → （今回推計）7.6万㌧
・洋上風力発電用資材の取扱増加を見込む（＋7.6万㌧ ）

≪輸出≫ 再利用資材（2018年）3.2万㌧ → （今回推計）30.0万㌧
・セメント材料用石炭灰の取扱増加を見込む（＋26.8万㌧ ）

2018
（H30）

2034
（目標年）

【移入】
約43.0万トン

【輸出】
約38.2万㌧

【輸入】
約412.2万㌧

【移出】
約34.9万トン

≪輸入≫ 電気機械（2018年）0.5万㌧ → （今回推計）7.8万㌧
・洋上風力発電用資材の取扱増加を見込む（＋7.3万㌧ ）

≪移入≫ 再利用資材（2018年）0.0万㌧ → （今回推計）21.0万㌧
・セメント材料用石炭灰の取扱増加を見込む（＋21.0万㌧ ）

【公共】

【専用】

【公共】 【専用】

2005
（既定計画）

2018
（H30）

2034
（目標年）

2005
（既定計画）

計画貨物量の設定
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再利用資材
21.0

砂利・砂
12.7

石灰石
9.0

その他
0.3

再利用資材
30.0

原木
7.0

金属くず
1.2
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計画変更内容（中島地区）

今回計画

土地利用計画
埠頭用地 0.5ha
港湾関連用地 4.4ha
緑地 9.6ha

合計 14.5ha

既定計画

土地利用計画
埠頭用地 4.6ha
港湾関連用地 0.0ha
緑地 9.8ha

合計 14.4ha

小型船だまり計画（既設）
水深2m 物揚場1バース 延長115m 小型船だまり計画（既設の変更）

水深2m 物揚場1バース 延長230m

71

こここここここここここここ

計画変更内容（下浜地区）

今回計画

小型船だまり計画（新規計画）
船揚場 水深2m 延長40m

土地利用計画
埠頭用地 7.0ha
港湾関連用地 6.2ha
工業用地 3.9ha

合計 11.9ha

小型船だまり計画（新規計画）
（埠頭用地） 2.4ha

既定計画

土地利用計画
埠頭用地 5.4ha
工業用地 3.9ha

合計 9.3ha

小型船だまり計画（新規計画）
物揚場 水深2m 延長145m

小型船だまり計画（既定計画の変更）
物揚場 水深3m 延長175m

小型船だまり計画（既設）
水深2m 物揚場1バース 延長215m

70
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北九州港港湾計画 一部変更 前回改訂：2012年1月（目標年次：平成30年代前半）

新門司北地区

門司港
レトロ地区

北湊地区

響灘東地区

響灘西地区

若松地区
二島地区

黒崎地区

八幡地区

戸畑地区
日明地区

許斐地区
砂津地区

西海岸地区

大里地区

田野浦地区 太刀浦地区

白野江地区

新門司南地区

新門司沖地区

【凡 例】

高速道路

主な国道、市道等

主な臨港道路

北北九九州州空空港港

73

令和2年2月19日
交通政策審議会
第78回港湾分科会

資料

72

７７．．港港湾湾計計画画のの変変更更事事例例

②②港港湾湾計計画画のの一一部部変変更更 事事例例
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長崎港 港湾計画一部変更

松が枝地区

118

224

29

499

59

236

202

324

34 235

202

計画変更箇所

松が枝地区

香焼地区

深堀地区
毛井首地区 小ヶ倉柳地区

土井首地区

小ヶ倉地区

女神地区

常盤・出島地区

戸町地区

元船地区

尾上地区

立神地区
皇后地区

神ノ島地区

網場ノ脇地区

福田地区

0 0.5 1km

0 150 300m

伊王島

前回改訂：平成26年 7月（目標年次：平成30年代後半）

長長崎崎港港

75

令和2年2月19日
交通政策審議会
第78回港湾分科会

資料

計画変更の内容

【計画変更のポイント】
海洋再生可能エネルギー発電設備等の導入促進に資するため、「海洋再生可能エネルギー発電設備
等の設置及び維持管理の拠点を形成する区域」を位置づける。

【前回改訂からの状況変化】
 関係法令※の整備等に伴い、今後、洋上風力発電の導入加速化が

見込まれる。
※「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する
法律」

 海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理のため
の拠点が必要。

【主な計画変更内容】
 「海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び

維持管理の拠点を形成する区域」の位置づけ
・岸壁 水深１３ｍ 延長２６０ｍ
・埠頭用地 ８ｈａ

土地利用計画の変更
・埠頭用地 ７ｈａ → １１ｈａ

既定計画 今回計画 海洋再生可能エネルギー発電設備
等の設置及び維持管理の拠点を形
成する区域

土地利用計画の変更
（埠頭用地等）

74
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大分港港湾計画 一部変更 前回改訂：2006年11月（目標年次：2020年代前半）

県道・市道
国道
高速自動車道

＜凡例＞

西西大大分分地地区区

住住吉吉地地区区

津津留留地地区区

乙乙津津地地区区

鶴鶴崎崎地地区区

大大在在西西地地区区

坂坂ノノ市市地地区区

大大在在東東地地区区

大大在在地地区区

古国府駅

南大分駅

高城駅

鶴崎駅

坂ノ市駅

大分IC

大分宮河内IC
大分光吉IC 大分米良IC

大大分分港港

令和元年11月19日
交通政策審議会
第77回港湾分科会

資料

77

計画変更の内容

【計画変更のポイント】
近年のクルーズ需要の急増及びクルーズ船の大型化に対応するため、クルーズ船の受入機能の強化を図る。

既定計画
今回計画

【前回改訂からの状況変化】
●クルーズ船寄港数の想定以上の増加、大型化の進展
・寄港数：当初想定 129回→2018年 220回
・16万GT級：当初想定 0回→2018年 66回

【主な計画変更内容】
○旅客船埠頭計画

第１バース (水深12m)410m → (水深10m)410m
第２バース (水深10m)320m → (水深12m)410m

○土地利用計画
緑地→埠頭用地(0.9ha)

第１バース (-12)410m
＜16万GT、QM2※＞

第２バース (-10)320m
＜7万GT＞ 第１バース (-10)410m

＜16万GT＞
第２バース (-12)410m
＜16万GT、QM2 ※ ＞

緑地→埠頭用地 (ターミナル施設等)

［計820m］
［計730m］

※クイーン・メリー２（15万GT級、必要岸壁水深12m）

16万GT級
２隻同時着岸可能な環境整備

76
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③③

②②

①①

RORO航路の状況

②清水航路
航路：大分→清水→大分（常陸那珂港にも週1便寄港）
便数：６便/週
経緯：2016年10月就航（３便/週）

2018年 3月増便（６便/週）

①東京航路
航路：大分→東京→御前崎→博多→大分
便数：３便/週
経緯：2017年11月就航（２便/週）

2019年 4月増便（３便/週)

③関西航路
航路：大分→細島→関西→大分
便数：３便/週
経緯：2020年以降就航予定

※就航後3～5年後にRORO船の大型化を検討

【【ＲＲＯＯＲＲＯＯ航航路路のの就就航航状状況況・・予予定定】】

東京航路
移出【73万トン】 ：樹脂製品、自動車部品、農産物（肉・ジャガイモ）

→神奈川、東京、千葉へ
移入【48万トン】 ：プラスティック（レアメタル抽出用）

→大分へ

【【RROORROO貨貨物物のの主主なな内内容容（（22001188年年））】】

＜＜予予定定＞＞

移入【194万トン】 ：自動車部品、飲料（水）
→北部九州へ

清水航路
移出【183万トン】 ：紙製品、農水産物（魚・肉・果物）、飲料（焼酎）

→静岡、群馬、神奈川、東京、千葉へ
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2007.3
横須賀フェリー航路
廃止

2016.10
清水航路就航(３便)

2018.3
清水航路増便(３→６便)

今回推計

（千台） 大分港RORO貨物量の推移

2017.11
東京航路就航(2便)

既定計画

大分港RORO貨物車両台数の推移

（2020年代後半）

79

【 凡 例 】

：： ｺｺﾝﾝﾃﾃﾅﾅﾀﾀｰーﾐﾐﾅﾅﾙﾙ
：： ｼｼｬｬｰーｼｼ置置場場
：： ばばらら積積みみ貨貨物物
：： 保保管管施施設設 倉倉庫庫
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港湾関連用地
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0.4ha

【計画変更のポイント】
増大するＲＯＲＯ貨物の需要に対応し、国内複合一貫輸送網の強化を図るため、新規埠頭や臨港道路
等の計画を変更する。

【前回改訂からの状況変化】
 RORO船の便数・貨物量の想定以上の増加
→シャーシ置場等の用地不足

【主な計画変更内容】
 岸壁 (水深9.0m) 2バース 440m 〔大在地区〕

→岸壁 (水深9.0m) 2バース 220m, 240m 〔大在西地区〕
※耐震強化岸壁

 泊地 (水深9.0m)2.4ha 
 臨港道路（新規）
 土地利用 工業用地→埠頭用地（21ha）、港湾関連用地（6ha）

計画変更の内容

今回計画

工業用地
→埠頭用地(21ha)、
港湾関連用地(6ha）

防波堤 配置・延長の変更

新規岸壁(耐震強化岸壁）
(-9.0) 2B 460m

臨港道路（新規）
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既定計画

既定計画
(-9.0) 2B 440m
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多
目
的

（
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m
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現状

一部遊休地化 78
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港湾分科会での議論①

81

港港湾湾分分科科会会ににおおいいててはは、、全全国国的的見見地地かかららのの当当該該港港湾湾のの役役割割、、地地域域のの経経済済、、社社会会にに対対ししてて期期待待さされれ
るる貢貢献献とといいっったた俯俯瞰瞰的的なな視視点点でで議議論論がが行行わわれれるる。。

●どうやって国際コンテナ戦略港湾にフィードするような流れを作るかということも、重要なポイント。日本海
側拠点となると、新潟港と博多港、北九州港。国際コンテナ戦略港湾の展開も視野に入れて、博多と北
九州と新潟をどうやって役割分担していくか、そういう視点が必要。（第59回分科会＿新潟港（改訂））

●宇部は国際バルク戦略港湾（石炭）であり、石炭の大量受け入れに一定の理解はできる。一方で環境問
題の観点から石炭利用に反対議論があることについて、どう考えているか。（第79回分科会＿宇部港（
改訂））

●既定基本計画の様に目指す姿が宇部港を中心とする港湾整備事業計画よりも今回の案のように西日本
全体に資する様な大きな裨益のある計画にする事によってより多くの効果を得られると考える。（第79回
分科会＿宇部港（改訂））

●秋田県が能代港を秋田港と船川港と役割分担し、静脈物流と再生可能エネルギーで生きていくと設定し
たというのが非常に立派なこと。地方の港でこのようにビジョンを持ち、将来に向かって設計するというこ
とは、とても大事なこと。日本中を見渡しても、なかなかそれができにくい。（第78回分科会＿能代港（改
訂））

●港湾をこれからどうするかというのは、日本全体の産業政策と関わるので、日本の港湾の将来像は、日
本全体の産業の問題と位置づけて審議していただきたい。（第77回分科会）

７７．．港港湾湾計計画画のの変変更更事事例例

③③港港湾湾分分科科会会ににおおけけるる議議論論のの例例

80
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83

７７．．港港湾湾計計画画のの変変更更事事例例

④④港港湾湾計計画画のの軽軽易易なな変変更更 事事例例

港湾分科会での議論②

82

ままたた、、昨昨年年はは港港湾湾分分科科会会ににおおけけるる審審議議事事項項ののあありり方方ににつついいててもも議議論論がが行行わわれれててききたた。。

●何でも国の審議会で議論する必要は実はなくて、地方港湾審議会で一番丁寧に審議し、地整の大きさで当
該計画改訂がどういう意味を持つのか議論され、それも踏まえ、日本全国あるいは国際的な大きさで考え
たときに、今回の改訂がどういう意味をもつのかという議論を港湾分科会は行うべき。（第77回分科会）

●港湾計画に関する審議は、もう少し効率化と重点化をしたほうが良いのではないか。一部変更は地方港湾
審議会に任せ、地方港湾審議会に審議のあり方をリクエストするといった方法も考えてほしい。また、地方
港湾審議会の議論の内容をしっかり報告してほしい。（第77回分科会）

●PORT2030の議論でも指摘されていたが、地域レベルにおいて、港湾計画の体系に関する議論など、港湾
計画よりも上位の議論があってもいいのではないか。（第77回分科会）

●港湾計画に定められた事業は、税の再分配の形で事業化されていくことを考えると、国の審議会で議論す
べき意味があると考えており、事業費や費用対効果といった点についても考慮すべきではないか。（第77回
分科会）

●地方港湾審議会での審議を十分に紹介していただき、港湾分科会ではそれらを踏まえた上で、ＰＯＲＴ２０３
０との整合性、ＰＯＲＴ２０３０のさらに先を行くすばらしいものであるかどうかなどを審議すべき。（第76回分
科会）

●港湾計画を予定通りに達成した場合以外には変更しないとの考えはおかしく、何か事情に変更があれば、
それに合わせて方向性や内容を変更することも必要ではないか。ぜひ頻度高くやっていただきたい。（第76
回分科会）

●ＰＯＲＴ２０３０の審議の中で、港湾計画のガバナンス、フォローアップについても非常に重要との議論があっ
た。しかし、これはそう簡単な問題ではなく、じっくりと考えていく必要がある。（第76回分科会）
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横浜港 物資補給岸壁の位置づけ（LNGバンカリング船の停泊地）

○計画変更内容 （令和元年12月 地方港湾審議会）
横浜港内にＬＮＧバンカリング船の夜間停泊及び待機のための定係地を確保するため、物資補給岸壁を計画する。

なお、物資補給岸壁は供給先である客船・コンテナ船の係留施設に近接した本牧ふ頭Ａ突堤に位置付ける。

LNGバンカリング船（建造中）の諸元

全長：約95.57m

全幅：15.80m

喫水：4.40m

総トン数：約4,100GT

LNG積載容量：約2,500m3

本牧ふ頭Ａ突堤航空写真

A4特殊護岸
L=350m

今回計画

公共埠頭計画及び物資補給等のための施設

水深10m 延長350m 2バース [新規計画］

既定計画

岡山港 小型船だまり（漁船だまりの拡張）

84

【小型船だまり計画】
物揚場（-1.5）60m
埠頭用地 0.2ha

⇒ 物揚場（-1.5）129m
埠頭用地 0.1ha

【小型船だまり計画】
防波堤 180m

⇒ 防波堤 250m

【小型船だまり計画】
小型桟橋（-1.5） 1基

【小型船だまり計画】
泊地（-1.5） 0.4ha

⇒ 泊地（-1.5） 0.9ha

○計画変更内容 （令和2年2月 地方港湾審議会）
利用船舶（漁船）の増加による、係留施設の不足を解決するため、小型船だまり計画を変更する。

○小型船だまり計画

泊地 水深１ｍ 面積１ｈａ ［既定計画の変更計画］
八蟠３号防波堤 延長１６０ｍ （うち１２０ｍ既設） ［既設の変更計画］
八蟠４号防波堤 延長 ５０ｍ （うち ３６ｍ既設） ［既設の変更計画］
物揚場 水深１．５ｍ 延長１２９ｍ ［既定計画の変更計画］
小型桟橋 水深１．５ｍ １基 ［新規計画］
埠頭用地 １ｈａ ［既定計画の変更計画］

【変更前】 【変更後】
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両津港 旅客ふ頭の再編（老朽化対策）

87

今回計画既定計画

旅客船埠頭計画
・水深7.5m 岸壁1バース 延長 59m
→廃止
・水深5.5m 岸壁1バース 延長113m 
→廃止

土地造成及び土地利用計画
・埠頭用地0.6ha

旅客船埠頭計画
・水深7.5m 岸壁２バース 延長90m 
［新規計画］

水域施設計画
・泊地 水深7.5m 面積0.1ha 
［新規計画］

○計画変更内容 （令和2年2月 地方港湾審議会）
湊地区南埠頭において、ジェットフォイル用の岸壁の老
朽化対応とターミナル機能を有する両津南ふ頭ビルの立
替用の土地の確保を図るため、既存の岸壁前面を埋立
て埠頭用地を確保するとともに、ジェットフォイル用の岸
壁を新規に計画する。

H鋼の腐食 鋼矢板に開孔

大船渡港 耐震強化岸壁の追加（大規模地震対策施設）

86（-7.5）2B,260m

（-7.5）1B,130m
（-7.5）1B,130m
（耐震強化岸壁）

［既設の変更計画］

該当箇所

○計画変更内容 （令和2年2月 地方港湾審議会）
岩手県内の重要港湾４港において、大船渡港のみ港湾計画上
の耐震強化岸壁の位置付けがない状況である。

大規模な地震が発生した際の円滑な物資輸送を確保するため
耐震強化岸壁を位置付ける。

大船渡小学校校庭（約0.5ha）

近近隣隣ヘヘリリポポーートト

（Googlemapから算定）

耐耐震震強強化化岸岸壁壁

野々田地区-7.5m岸壁

オオーーププンンススペペーースス

ふ頭から1km（約3分）

①部隊用基地拠点（0.4ha）
②臨時ヘリポート （0.6ha）
③物資保管・駐車 （0.6ha）

必要面積計 1.6ha

大船渡市防災観光交流センター

一一時時避避難難場場所所（（津津波波防防災災拠拠点点施施設設））

ふ頭から0.6km（約3分）
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福山港 土地利用計画の変更【民間への売却】

89

沖浦地区

既定計画 今回計画

埠頭用地 2.3ha

港港湾湾関関連連用用地地 11..00hhaa

11..00hhaa

○計画変更内容（令和元年10月 地方港湾審議会）

民間企業へ土地を売却するため、東港地区のふ頭用地3.3haのうち、
1.0haを工業用地に変更する。

※本計画変更とともに、当該区域を長期に賃借している企業に売却を
行う。

【土地利用計画】

ふ頭用地3.3ha → ふ頭用地2.3ha、 港湾関連用地1.0ha

○計画変更内容 （令和元年10月 地方港湾審議会）
玉島HI4号埠頭のおいて、管理棟を建設するため、隣接する港湾関連
用地を埠頭用地へ土地利用計画の変更を行う。

水島港 土地利用計画の変更【埠頭用地の追加】

88

緑地

港湾関連用地 3.9ha

埠頭用地 0.3ha

埠頭用地 16.0ha

効率的な運営を特に促進する区域
（港湾運営会社に貸付）

管理棟を建設

【土地利用計画】
港湾関連用地 4.2ha

⇒ 埠頭用地 0.3ha
港湾関連用地 3.9ha

【効率的な運営を特に促進する区域】
（-7.5） 4B 520m
埠頭用地 16.0ha

⇒ （-7.5） 4B 520m
埠頭用地 16.3ha

該当箇所
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８８．．港港湾湾のの中中長長期期政政策策『『PPOORRTT２２００３３００』』

91

○計画変更内容 （令和元年11月 地方港湾審議会）
新門司北地区では、フェリーの大型化や東九州自動車道の全面
開通により、更なる物流の拠点化が見込まれている。
今後の物流拠点としての発展性を考慮し、物流関連企業の分譲
地を確保するため、土地利用計画を工業用地から港湾関連用地
へ変更する。

（当該地は、未竣工地であり、土地が竣工し次第分譲の手続きに
入る予定。）

北九州港 土地利用計画の変更【物流関連企業の分譲地の確保】

90

新門司北地区

工業用地→港湾関連用地

自動車物流エリア

新門司フェリーターミナル

九州自動車道
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国内主要港からの外貿直航サービスの強化と重層的な航路網の形成

大大洋洋州州

中中南南米米

中中国国

欧欧州州 南南アアジジアア
中中東東

北極海

アアフフリリカカ
東東南南
アアジジアア

東東南南アアジジアア等等へへののシシャャトトルル便便
・・直直航航ササーービビススやや国国際際フフェェリリ
ーー・・RROORROO輸輸送送網網のの拡拡充充

北北米米

東東南南アアジジアア等等かかららのの
広広域域集集貨貨等等をを通通じじたた
長長距距離離基基幹幹航航路路のの寄寄
港港をを維維持持・・拡拡大大

○アジア各国の経済成長、一帯一路構想や北極海航路等の国際航路の変化等の中、我が国に立地する企業の国際競争力を支える効率的
で安定した貿易・物流サービスを提供するため、以下の取組を推進する。
①東南アジア地域等へのリードタイムを短縮するシャトル航路を戦略的な重要航路と位置付け、国内主要港との直航サービスを強化
②国内及びアジア諸国からの集貨等を通じて、我が国と欧米諸国等の世界の主要市場を結ぶ長距離基幹航路の維持・拡大

○また、越境ｅコマースや農林水産物の輸出等、多種多様な物流ニーズに対応するため、国際フェリー・ＲＯＲＯ船による高速シームレス輸
送網を拡充し、多様な速度帯からなる重層的な航路網を形成する。

○貨物の特性や企業のニーズに合った多多様様なな輸輸送送のの選選択択肢肢をを確確保保することにより、
低コストで安定的な貨物の輸出環境を実現し、貿貿易易振振興興をを通通じじたた我我がが国国のの外外貨貨獲獲得得にに寄寄与与

１. グローバルバリューチェーンを支える海上輸送網の構築
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港湾の中長期政策「PORT 2030」の構成

・グローバルSCM 、農林水産品輸出、越境EC
等も活用して、世界で稼ぐ

・人手不足に対応し、国内輸送を支える

・再生部品輸出や越境修繕サービス等のサーキ
ュラーエコノミーの取込み

・アジアのクルーズ需要の更なる取込み、寄港地
の全国展開、国内市場の開拓

・地域の価値を向上させ、観光客や市民を引寄
せる美しい「コトづくり」空間に

・ロジスティクスを核として付加価値を生み出す
新たな産業の展開

・資源エネルギーチェーンの世界的な変化の先
取り、コンビナート再生

・地球環境や海洋権益の保全

・AIやIoTを活用した港湾の建設・維持管理・運営サイクル全体のスマート化、強靱化
・様々なつながりを通じて新たな付加価値の創出を目指す「Connected Industries」
を支えるプラットフォームに進化させるとともに、海外展開やスマートワーク化を促進

１．グローバルバリューチェーンを支
える海上輸送網の構築

２．持続可能で新たな価値を創造す
る国内物流体系の構築

３．列島のクルーズアイランド化

４．ブランド価値を生む空間形成

５．新たな資源エネルギーの
受入・供給等の拠点形成

６．港湾・物流活動のグリーン化

７．情報通信技術を活用した
港湾のスマート化・強靱化

８．港湾建設・維持管理技術の
変革と海外展開

中中長長期期政政策策のの方方向向性性（（８８本本柱柱））ⅠⅠ．．列列島島をを世世界界ににつつななぎぎ、、開開くく港港湾湾
【【Connected Port】】

ⅡⅡ．．新新たたなな価価値値をを創創造造すするる空空間間
【【Premium Port】】

ⅢⅢ．．第第４４次次産産業業革革命命をを先先導導すするるププララッットトフフォォーームム 【【Smart Port】】

新新たたなな
価価値値をを
創創造造

ああららゆゆるるモモノノ、、ヒヒトト、、情情報報、、主主体体、、空空間間ををつつななぐぐ、、「「 フフィィジジカカルル＆＆ササイイババーー ププララッットトフフォォーームム 」」へへとと進進化化

○○2030年年のの港港湾湾
Cyber Port

Physical Port

☆ 地政学的な変化やグローバルな視点を意識する
☆ 地域とともに考える
☆ 「施設提供型」から「ソリューション提供型」に変える
☆ 「賢く」使う
☆港湾を 「進化」させる

✓ 新興市場の拡大と生産拠点の南下、インバウンド客の増加
✓ 人口減少・超成熟化社会の到来と労働力不足
✓ 第４次産業革命の進展
✓ 資源獲得競争の激化と低炭素社会への移行
✓ 巨大災害の切迫とインフラの老朽化

国国内内外外のの社社会会経経済済情情勢勢のの展展望望 港港湾湾政政策策のの基基本本的的理理念念
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列島のクルーズアイランド化
３．列島のクルーズアイランド化

○カリブ海や地中海等のクルーズ需要に匹敵する「「北北東東アアジジアアののククルルーーズズハハブブ」」のの形形成成をを我我がが国国ににおおいいてて目指す
○国内各地の魅魅力力ああるる地地域域観観光光資資源源とと融融合合したクルーズビジネスの育成により、海海のの国国際際交交流流拠拠点点をを形形成成する。

クルーズターミナル

空港・駅・ホテルでの
クルーズ船のチェック

イン環境の整備

案内表示等の多言語化
・多言語音声翻訳シス
テム等を活用したコミ

ュニケーション

空港

駅ビル・ホテル

島嶼部等も含めた
広域周遊ルートの形成

○クルーズ旅客の利便性向上のため、空港・駅・ホテルでのクルーズチェックインカウンターの設置や、観光地予約システムの充実、鉄道・航空等他モ
ードとのシームレスな接続により多様なアクセスを確保に向け取り組む 。また、我が国発着クルーズの増大を図るため、我が国でのシートレードの開
催や、島嶼部等も含めた広域周遊ルート形成を促進する。

○更に、質の高い寄港地観光ルートの設計を図るため、寄港地観光に関する訪日クルーズ旅客の満足度等に関する情報の収集・分析を進めるための
仕組み作りを進める。

シートレード開催

自動運転車両を活用した
きめ細やかなサービス

フライ＆クルーズ

レール＆クルーズ

内陸交通との
シームレスな接続

水上交通

歩行者空間

案内表示等多言語化

多言語音声翻訳シス
テムコミュニケーション

コンベンションセンター
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次世代高規格ユニットロードターミナル

○情報通信技術や自働化技術を効果的に活用することにより、物物流流ココスストトのの低低減減ややリリーードドタタイイムムのの短短縮縮を図るとともに、
モーダルシフトを促進することにより、ドライバー不足等の国国内内物物流流にに対対すするる陸陸上上輸輸送送のの逼逼迫迫感感をを軽軽減減

2. 持続可能で新たな価値を創造する国内物流体系の構築

自動離着岸装置

自動料金決済

車両の自動運転

船舶自動運航

運航事業者との協働によ
るターミナル規格の統一情報通信技術を活用した

シャーシ共同管理等

○内航フェリー／ＲＯＲＯ船によるシームレス輸送の効率性向上のため、情報通信技術を活用して料金決済やシャーシ管理等を効
率化するとともに、ターミナル内において自動化技術等を実装した「次世代高規格ユニットロードターミナル」を実現する。

○さらに、環境負荷の軽減、非常災害時の緊急物資・救援車両の輸送等に対応するため、運航事業者との協働によるターミナル
の規格の統一化を図る。

「次世代高規格ユニットロードターミナル」のイメージ

宿泊・休憩施設

ユニットロードターミナル
と個々のロジスティクス施
設間を自動運転で接続

陸上給
電施設
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企業間の共同輸送の促進を通じた基礎素材産業の競争力強化等
５．新たな資源エネルギーの受入・供給等の拠点形成

○資源エネルギーの安安定定的的かかつつ安安価価なな供供給給のの実実現現、調達先の多様化による輸輸送送リリススククのの低低減減ととササププラライイチチェェーーンンのの強強靱靱化化
○臨海部コンビナートにおける生産性の飛躍的向上、地地域域経経済済をを支支ええるる基基礎礎素素材材産産業業のの競競争争力力強強化化

○新エネルギーの受入れについて、大型船が入港できる港湾の最適配置を行うことで、資源エネルギーを安定的かつ安価に
供給し、また、調達先の多様化を通じて輸送リスクの低減やサプライチェーン強靭化を図る。

○バルク貨物岸壁において、老朽化・陳腐化した生産設備の更新タイミングに合わせて、輸送インフラの更新、改良、強靱化を
促進することで、生産性の飛躍的向上を図る。特に、基礎素材産業を含む石油関連産業については、国内外の競争激化に
対応するため、輸出用公共桟橋を確保すること等によって臨海部コンビナートの連携を促し、輸出競争力を強化する。

水素発電所

水素製造

ＬＮＧ発電所

水素輸入に対応した
港湾機能の強化

企業間連携による石油製品及
び基礎素材の大ロット輸出

石油製品
（基礎素材等）

石油精製

事業集約等により生じた空き地に
LNGや水素などの親和性のある
エネルギー産業の誘致を促進

水素モビリティ
余剰電力
を水素化

地域経済を支える
基礎素材産業の競争力強化

施設の老朽化対策とともに大型
船に対応した港湾施設に更新
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４．ブランド価値を生む空間形成

空間再編等による賑わい拠点の形成

○港湾機能の再配置により、物物流流やや賑賑わわいいななどど港港湾湾空空間間のの価価値値をを総総合合的的にに高高めめ、訪れたくなる「みなとまち」形成を図る
○観光客が求める「「本本物物」」のの観観光光資資源源をを快快適適なな環環境境ととととももにに提提供供することで、訪訪日日外外国国人人旅旅行行客客のの満満足足度度向向上上、、地地域域へへのの経経済済効効果果のの最最大大化化をを図図るる
○「みなとまち」のブランド化を図り、民間資金の活用を促すことにより、臨臨港港部部へへのの新新たたなな投投資資需需要要をを喚喚起起すするる

○物流機能の沖合展開に伴い、内港地区のマリーナやみなとオアシス、未利用地等を活用し、規制緩和等を進めることにより水域利用と一体とな
った臨海部空間の再開発を始め民間資金を活用した新たなビジネスを生む。また、訪日外国人旅行客だけでなく市民も交流を深めることのでき
る、賑わいや潤いのあるウォーターフロント空間を提供する。

○文化・歴史、ビーチスポーツ体験、景観、自然環境、魚食等、それぞれの地域の様々な観光資源を発掘・磨き上げ、快適な観光の提供等を通じ
て、訪日外国人旅行客の満足度向上、地域への経済効果の最大化を図る。

ビーチ・マリンスポーツや
観光客等のくつろぎスペース等の
空間としての砂浜・緑地の活用

民間資金を活用した
臨海部空間の再開発

様々な観光資源の
発掘・磨き上げ

文化施設

歴史的遺産

ビーチ

カフェ・レストラン

物流施設の
沖合展開

メガヨット

防波堤の多目的利用

マリーナ

アクティビティ

水上交通
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○ Cyber Portにより、国際貿易、観光振興、港湾施設利活用、臨海部防災その他多多様様なな分分野野でで、、港港湾湾情情報報をを核核ととししたた新新たたなな情情報報
活活用用ビビジジネネスス・・ササーービビススをを創創出出。

Cyber Port 社会の実現

○港湾データ連携基盤の構築により、全ての港湾情報や貿易手続を電子的に取り扱うことを標準とする環境「港湾の完全電子化
」を形成した上で、さらに、今後実現を想定する海外港湾や異業種の情報プラットフォームとも接続し、連携する情報の拡大を図
り、情報の利活用による利便性・生産性を最大限まで高める「Cyber Port」を実現する。

港港湾湾のの完完全全電電子子化化にによよるる
港港湾湾物物流流のの効効率率化化

情情報報のの利利活活用用のの推推進進にによよるる更更ななるる生生産産性性
向向上上・・新新たたなな港港湾湾情情報報ビビジジネネススのの創創出出

港湾関係者

物流関係者

船社

国（非NACCS関係）

NACCS
港湾管理者

港港湾湾関関連連デデーータタ
連連携携基基盤盤

港湾情報

物流情報

管理情報等

通関情報等

届出・報告等
物流情報

荷主入出荷情報

農農水水産産品品情情
報報（（農農業業デデーー
タタ連連携携基基盤盤））

海海外外港港
湾湾情情報報

国国土土地地理理情情報報

（（ＧＧＩＩＳＳシシスステテムム
））

港港湾湾

イインンフフララ

情情報報

国国内内物物
流流情情報報

タターーミミナナルル
情情報報（（IoT））

連連携携
連連携携

新新ビビジジネネスス 国国際際金金
融融取取引引
情情報報

気気象象・・

海海象象

情情報報

イインンフフララ

情情報報

災災害害

情情報報

ＥＥココママーー
スス情情報報

観観光光

情情報報

新新ビビジジネネスス

デデーータタ
連連携携基基盤盤

Cyber Port

新新ビビジジネネスス

新新ビビジジネネスス

港湾物流情報やIoTを活

用したリアルタイム物流
動向に関する情報提供

農水産品の生産情報と港
湾物流情報を活用した最適
輸送ルートの選択による農
水産品輸出ビジネスの拡大

クルーズ客の活動情報
と観光消費性向のマッ
チングによるおもてなし

ビジネスの展開

非常災害時における施設被害
情報と港湾物流情報を活用し
た代替輸送ルート情報提供

７．情報通信技術を活用した港湾のスマート化・強靱化
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「カーボンフリーポート」の実現
６．港湾・物流活動のグリーン化

○港湾空間を先進的な環境対策の場として活用することにより、世世界界ををリリーードドすするる環環境境対対策策をを推推進進しし温温暖暖化化防防止止にに寄寄与与
○循環資源の効率輸送などにより、関関連連すするる産産業業のの競競争争力力向向上上とと環環境境負負荷荷のの抑抑制制をを両両立立

LNG燃料船

金属スクラップ

陸上給電設備

循環資源輸送の
国際化・広域化

セメント工場

○パリ協定の締結等を踏まえ、我が国の温室効果ガスの排出削減目標である26.0%減（2013→2030年度比）の達成に向けて、LNG燃料船の
導入、洋上風力発電の推進、荷役機械、輸送機械等の低炭素化や陸上給電設備の導入等のCO2排出源対策に取り組む。

○また、鉄鋼スラグ等の産業副産物を有効利用したブルーカーボン生態系（藻場等）の活用等によるCO2吸収源対策に取り組むことで、「カ
ーボンフリーポート」の実現を目指す。

世世界界ををリリーードドすするるカカーーボボ
ンンフフリリーーポポーートトのの実実現現

港湾空間における
カーボンオフセット

CO2排出源対策

CO2吸収源対策

再生可能エネルギーの導入・活用

製鉄所

バイオマス発電

産業廃棄物の有効活用
（バイオマス発電等）

災害廃棄物
（木くず等）

産業廃棄物の循環
（スラグ、石炭灰等）荷役機械

電動型
トランスファーク
レーン

港湾・物流活動の
省エネ化・低炭素化・効率化

（水素化、完全電動化等）

洋上風力発電の
導入促進のための

ルール整備
浚渫土砂・スラグ
等を有効活用した
藻場・干潟の造成

藻場

アマモ場

98

4－50



IoT等を活用した被災状況の「見える化」による港湾機能の早期復旧

○監視カメラやドローンの活用に加え、港湾施設のIoT化を進めることで、大規模地震発生後に津波警報等発令に伴い港湾施設
に近づけない間でも、港湾施設の被災状況を早期に把握し、港湾機能を早期に復旧できるように取り組む。

○併せて、港湾施設の設計情報等のクラウド化を進め、地震計の観測データを基に施設被害を解析・予測することで、点検作業
の迅速化、利用可否情報の共有化を図ることが可能となり、緊急物資・救援部隊の輸送の円滑化や物流機能の維持に寄与。

７．情報通信技術を活用した港湾のスマート化・強靱化

○緊緊急急物物資資・・救救援援部部隊隊のの輸輸送送をを円円滑滑化化するとともに、物物流流機機能能のの維維持持にに寄寄与与

衛星画像やGPS等を用
いた変位推定・計測

GPS等

水門・陸閘の
自動閉鎖確認

被災状況をリアルタイムに把握
し、施設の利用可否情報を自動
生成・可視化（マッピング）

UAV UAV・監視カメラ・地震
計等による岸壁等港湾施
設の被災状況の把握

監視カメラ
荷役機械の自己
診断・損傷把握

被害無し 1バース使用可

使用不可
被害無し

3バース使用可

2バース使用可

被害無し

地震計

被災情報マッピングシステム
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○近年、目覚ましい発展を遂げているAI、IoT、自働化技術を組み合わせ、世界最高水準の生産性を有し、労働環境の良いコンテ
ナターミナル（「ＡＩターミナル」）の形成を図るため、ＡＩを活用したターミナルオペレーションの効率化・最適化を図る。

○将来的には、革新的に進化する情報通信技術を積極的に取り入れ、コンテナの搬出入手続等やCYカットに係る所要時間がほ
ぼゼロとなるよう、「AIターミナル」のアルティメットモデル（究極型）を目指す。

○「ＡＩターミナル」の技術とインフラ整備をパッケージ化し、特定港湾運営会社と日本企業により海海外外展展開開
○世界の膨大なインフラ需要を取り込むことにより、我が国の民間投資を喚起し、力力強強いい経経済済成成長長をを実実現現

「AIターミナル」の実現
７．情報通信技術を活用した港湾のスマート化・強靱化

熟練技能者の「匠の技」
世世界界最最高高水水準準のの生生産産性性

「「ＡＡＩＩタターーミミナナルル」」
AI、IoT等

AIを活用したコンテ
ナ荷繰りの最小化

遠隔操作化・自働化による
クレーン能力の最大化とオ
ペレーター労働環境の改善

AGV（無人搬送車）

自動運航船及び
遠隔タグボート

ダブルトロリー式
ガントリークレーン

コンテナ立体格納庫

自動運転車両
の隊列走行

ゲートでのダメージ
チェックの迅速化

はしけ輸送

IoT
自動的に情報収集

ビビッッググデデーータタ

荷
役

機
械

車
両

貨
物

船
舶

ロロググデデーータタ
のの蓄蓄積積

デデーータタ
のの読読込込

収収集集 制制御御

蓄蓄積積 立立案案

デディィーーププララーーニニンンググ

IoT 一元的にコントロール
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労働力不足等に対応するため、港湾建設等における生産性及び安全性の向上を目指し、「i-Construction」を推進する。
・調査・測量から設計、施工、維持管理に至る建設生産プロセスにおいて、３次元データを一貫して使用するため、
CIM（※）の導入を推進。

・水中ソナー、Augmented Reality (AR: 拡張現実)といった革新的なICTを測量や施工に導入。

港湾におけるi-Constructionの推進

○新技術導入による港湾建設・維持管理の現場における生生産産性性とと安安全全性性のの向向上上を図ることで、働働ききややすすいい環環境境をを整整ええるる
とともに、さらなる技術開発を促す

○技術基準の海外展開と国際標準化を進め、我我がが国国のの企企業業がが海海外外でで円円滑滑にに港港湾湾事事業業をを実実施施ででききるる環環境境をを整整備備する

８．港湾建設・維持管理技術の変革と海外展開

※CIM：Construction Information Modeling / Managements

先進技術を活用した点検・測量業務の効率化・迅速化と、
建設現場における生産性・安全性・働きやすさの向上

遠隔操作
水中施工

UAV無人測量

ROV無人点検

施工範囲
3Dモデル化

施工範囲
3Dモデル化

遠隔操作
水中施工

ARによる視覚化

水中ソナーによ
る水中部の視覚

化

老朽化の自動判定

浚渫作業の自動化

調査・測量・設計・施工・維持の
全てのプロセスにCIMの導入

衛星画像を用いた構造物
変位等の広域モニタリング
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